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    午前９時３０分開会 

○委員長（安冨法明君） おはようございます。全員の出席をいただいております。

只今より総務企業委員会を開会いたします。それでは先の本会議におきまして、本

委員会に付託をされました市長提出議案１８件につきまして審査をいたしたいと思

いますので、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。市長さん報告等ございま

すか。 

○市長（村田弘司君） ありません。よろしくお願いします。 

○委員長（安冨法明君） 議長さんよろしいでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君） 特にございません。 

○委員長（安冨法明君） 委員の皆さん特に、よろしいですか。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 先の本会議で、水道事業のことに関して必要であれば所管の

委員会で議論していただきたいとお願いをいたしましたが、資料の提出等々言いま

したが、おそらく急なことなので、資料が十分整わないだろうと思うんですね。し

かしながら、できれば時間があれば、その他の項で軟水化の問題等について、若干

の勉強会をかねた議論をさせていただければという申し出をしておきたいと思いま

す。 

時間の関係もあるし、それから、この前お尋ねしたところでは、特別資料を準備

するということは、まだ事業そのものに手を付けてないということだったんで。

（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 主管課、何か用意されてますか。資料が用意されてます

か。（発言する者あり）南口委員、別に用意をしておられないそうですが。（発言

する者あり） 

それでは南口委員から申し出のありました件につきましては、その他の項で発言

をお受けいたしたいと思います。よろしいですかそれで。南口委員それでよろしい

ですね。（発言する者あり） 

それでは、これより審査を始めます。最初に議案第１号平成２３年度美祢市一般

会計補正予算（第１１号）を審査をいたします。執行部より本委員会所管事項につ

いて説明を求めます。はい、重村事務局長。 

○議会事務局長（重村暢之君） それでは一般会計補正予算（第１１号）につきまし

て説明をいたします。緑の背表紙の予算書をご覧頂きたいと思います。 
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最初に歳出のほうから説明をさせて頂きます。補正予算書１－２８、２９ページ

をお開き願います。議会費でございます。右側の２９ページ、説明欄００３議会経

費の普通旅費でございますが、２１８万７，０００円減額しております。これは議

員視察旅費等の決算見込みによる減額でございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） 続きまして、２款総務費・１項総務管理費・目の１一

般管理費でございます。右側００２一般職員人件のうち退職手当でございます。こ

れは当初定年退職に伴います予算計上１０名分以外に自己都合によりまして１２名

の職員の退職手当が発生したことに伴いまして、２億７,５０９万６，０００円の

増額補正をするものであります。 

なお、平成２３年度におきましては、２２名の職員が退職いたすこととなります

が、新年度におきまして、１３名の新規採用を予定しております。また、山口国体

の終了によりまして、国体推進課職員６名の引き上げ、機構改革などによりまし

て、実務体制は、ほぼ本年度並みとなる予定であります。 

続きまして、００４の総務管理経費の退職手当負担金でございますが、これは病

院職員の退職に伴います退職手当の負担金４７３万６，０００円を補正をするもの

であります。これは、過去におきまして市の特別会計で運営しておりました訪問看

護事業等に勤務していた職員の在職期間分を案分いたしまして、病院等事業会計へ

負担するものであります。以上であります。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 続きましてそのすぐ下でございますが、

目文書広報費、２９ページに参りまして、００１広報作成経費を６１万４，０００

円増額補正するものでございます。これは先の東日本大震災、それとか美祢線の運

転再開など、当初想定をしておりませんでした事案が発生したことにより頁数が増

加したことによるものでございます。 

○委員長（安冨法明君） 奥田財政課長。 

○総務部財政課長（奥田源良君） それでは、５目財産管理費でございます。財産管

理経費で財政調整基金利子積立金を２０万９，０００円増額してございます。これ

は、利子の決算見込によるものでございます。補正予算書の１－２２、２３のほう

お開き願いたいと思います。財産収入で利子及び配当金ということで、財政調整基
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金の利子を２０万９，０００円増額しております。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 続きましてその下の６の企画費でござい

ますが、００９地域情報課事業として２，２８９万５，０００円を減額補正してお

ります。これにつきましては、下に書いてありますように、ケーブルテレビ加入促

進補助金とケーブルテレビ利用料等助成金とございますが、まずケーブルテレビ加

入促進補助金でございますが、これはケーブルテレビの加入に対する助成を行った

ものでありますが、当初秋芳地域全世帯加入を想定して予算措置をしておりまし

た。山口ケーブルビジョンからのパンフレット、それから市のチラシ、音声告知な

どで周知を図りましたが、平成２３年１０月３１日現在で、秋芳地域の加入率は６

８．４％でございました。これにつきましては、ご自身でアンテナを設置された方

が多いこと、それと元々ありました共聴組合のうち、独自に地デジ対応された共聴

アンテナを継続されている地区が加入されなかったことによるものと思われます。 

もう一つのケーブルテレビ利用料等助成金でございますが、これにつきまして

は、重度身体障害者かつ所得税非課税世帯、それと生活保護世帯この方を対象に加

入金と利用料を助成するものでございます。まず重度身体障害者かつ所得税非課税

世帯につきましては、当初重度身体障害者全世帯を想定した予算を立てておりまし

たが、そのうち所得税非課税世帯が少なかったことによるものでございます。 

一方生活保護世帯でございますが、これにつきましても当初は、生活保護世帯全

世帯を想定して予算を立てておりましたが、担当課である地域福祉課、ここにより

まして、生活保護世帯にケーブルテレビ助成をご案内をしたところ、自身でアンテ

ナを設置するほうが安価で、生活保護が廃止された以降もケーブルテレビの利用料

が不要ということで、ケーブルテレビを選択せず加入されないと判断された方が多

かったということが原因でございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） 続きまして、目１０活性化対策費でございます。

右ページの説明欄に記載しておりますけど００３人口定住促進事業として、土地開

発公社運営費補助金、人件費、経費、支払利息の減に伴いまして、７２８万９，０

００円の減額、空き家情報バンク活用応援事業補助金が決算見込みによりまして、

８０万円の減額で、合計８０８万９，０００円を減額補正するものであります。 
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次に００５ふるさと美祢応援寄附金事業でございますが、寄附金額が決算見込み

から９２万５，０００円増額となることから、寄附金の増額分９２万５，０００円

を元本積立金として、またこれに伴い寄付者への贈答品代として、報償費３６万円

の計１２８万５，０００円を増額補正するものでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 内藤国体推進課長。 

○総務部国体推進課長（内藤賢治君） 続きまして、目１３国民体育大会費でござい

ます。これは国民体育大会の開催におきまして、経費削減に努めた結果、残額が出

ましたので、実行委員会補助金を７０１万３，０００円減額補正するものでござい

ます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 同ページの一番下でございますが、１４

公共交通対策費でございます。００１生活バス路線維持事業費を４８７万２，００

０円増額補正するものでございます。これは実績に伴う増額補正でございますが、

全体的には、バスの利用者の減少が主な原因と思われますが、その中でも以前距離

制運賃として運行しておりました旧カルスト号というのがございますが、これを定

額運賃２００円、一回乗車２００円のアンモナイト号に移管したことにありまし

て、旧カルスト号を移管された船木鉄道への補助金が増額したことが主な原因でご

ざいます。 

それと続きまして、ページが飛びますが、１－３６、１－３７ページをお開き下

さい。４款衛生費・４項病院費・２目美祢社会復帰促進センター診療所費でござい

ますが、００１美祢社会復帰促進センター診療所運営事業として、３９３万９，０

００円を減額しております。これは美祢社会復帰促進センター内の診療所の診療実

績によります減額補正でございます。 

○委員長（安冨法明君） 松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） 続きまして、１－４０ページでございま

す。７款商工費・１項商工費・２目商工振興費、００１商工振興経費のうち、美祢

あきない活性化応援事業補助金を実績に応じて、２３６万５，０００円減額し、商

工振興費総額を８，６７８万５，０００円とするものでございます。当初５件の申

請を見込んでおりましたが、美東町大田で１件、大嶺町東分で１件の現在までに２

件の申請に留まっておりますので、差額を減額するものでございます。 
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続きまして、５目道の駅管理経費におきまして、００１道の駅管理経費のうち、

指定管理料を４８万７，０００円増額するものでございます。道の駅おふくにおき

ましては、温泉の加温を灯油で行っておりまして、３ヶ月に一度、旧美祢市内の７

業者におきまして、単価入札により納入業者を決定しております。基本単価につき

ましては、指定管理申請時の平成２２年秋時分の灯油単価６１から６６円であり、

この前後の価格も考慮して、６６．５円として収支の積算されておりました。昨年

４月から９月までの灯油代が収支計画の単価に比べ高騰したため、約７３円から８

２円程度まで高騰しておりまして、基本協定第２８条指定管理料の変更並びにリス

ク分担表により高騰した燃料代の一部を指定管理料とするものでございます。 

続きまして、８目十文字工業団地給水施設費、１５工事請負費におきまして、０

０１十文字工業団地給水施設費のうち、管路布設工事費を２１８万４，０００円減

額し、２７７万６，０００円とするものでございます。これは、本年度、リーディ

ングプラザ十文字に企業が進出する際に、給水管の延長布設工事をすることとして

おりましたが、今年度については企業進出がございませんでしたので、減額をする

ものでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 奥田財政課長。 

○総務部財政課長（奥田源良君） それでは補正予算書少し飛びますけど、１－５

０、５１ページお開き願いたいと思います。こちらは１２款公債費でございます。

利子を１，４６９万４，０００円減額してございます。これは、平成２３年度に支

払う利子が確定したことによる減額でございます。ここでの利子は、平成２１年度

までに借り入れた市債の利子と平成２２年度債として借り入れた利子が主なもので

ございますけど、平成２２年度債の借り入れ利率が予算編成時に予定しておりまし

た利率を下回ったことから、減額するものでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） それでは補正予算書の１－１４ページ、１－１５

ページをお開き願います。１款市税・１項市民税・目の２法人、現年課税分を６，

４５５万３，０００円増額補正するものでございます。これは、予算編成時に経済

情勢も不安定なことから、割と堅めの予算を見積もっておりましたが、実際のとこ

ろ一部の事業所において、業績好調なとこもあり、増額するものでございます。 

次にその下の２款地方譲与税・２項自動車重量譲与税・目の１自動車重量譲与税
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でございます。これにつきましては、２，８６０万６，０００円減額補正するもの

でございます。これは、昨年３月１１日に発生しました東日本大震災により、国内

自動車生産が約１ヶ月間停止したことなど等により、新車販売が落ち込んだことに

よるものでございます。 

次に、８款自動車取得税交付金・１項自動車取得税交付金・目の１自動車取得税

交付金でございますが、これは１，２３１万円減額補正するものでございます。こ

の理由といたしましては、先程説明しました自動車重量譲与税と同じ理由によるも

のでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 奥田財政課長。 

○総務部財政課長（奥田源良君） それでは続きまして、１０款地方交付税でござい

ます。地方交付税普通交付税を１億３，９８０万１，０００円増額してございま

す。これは歳出の各事業の一般財源とするものでございます。 

○委員長（安冨法明君） 松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） １－１６ページをお願いをいたします。

８目十文字業業団地給水施設費、工事請負費におきまして、００１十文字工業団地

給水施設のうち、給水団地給水使用料を２１８万４，０００円減額しております。

これはリーディングプラザ十文字に８社進出をしていただいておりますが、この大

口の利用者が節水の努力をされているために減額をするものでございます。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） ２枚めくって頂きまして、１－２０、１

－２１ページでございます。１４款国庫支出金・３項委託金・３目衛生費委託金で

ございますが、美祢社会復帰促進センター診療所管理委託金として、３９３万９，

０００円減額補正をしております。これは先程歳出のほうでも申し上げましたが、

実績により減額補正しております美祢社会復帰促進センター診療所運営業務に対す

る国からの委託金でございます。 

その二つ下の表の１５款県支出金・２項県補助金・１目総務費県補助金でござい

ますが、生活バス路線対策事業費補助金を４５万７，０００円増額補正しておりま

す。これにつきましては、生活バス路線維持事業の実績に対する県からの補助金で

ございます。 

○委員長（安冨法明君） 奥田財政課長。 
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○総務部財政課長（奥田源良君） それでは補正予算書、補正予算書１－２６、２７

ページをお開き願いたいと思います。こちらは２１款市債でございます。こちらの

表の一番下になりますが、５５目退職手当債でございますが、こちらで２億円を追

加しております。勧奨退職者等が増加によりまして、退職手当が増加したことによ

るものでございます。 

なお、議会運営委員会で依頼のありました市債の交付税措置につきまして、参考

資料を机上のほうへ配付しておりますので、こちらをご準備頂きたいと思います。 

別紙１、平成２３年度３月補正予算にかかる市債の交付税措置というふうに題が

付けてございます。Ａ４一枚紙の紙でございます。こちらにつきましては、表の左

端から予算書の目の名称を、次は起債の目的を、次に充当率・算入率を、次は、今

回の補正後の限度額を、また備考欄には地方債の事業名を記載してございます。一

番上の上水道事業一般会計出資債につきましては、ご説明させて頂きますけど、事

業費の１００％を充当することができ、後年度において、支払うこととなる元利償

還金に対しまして、地方交付税で措置される割合であります参入率は、５０％であ

ることを示しております。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） 前後して申し訳ございません。１－２４、１－２

５をお開き下さい。１７款寄附金・１項寄附金・２目総務費寄附金でございます。

既定額４５５万円に対しまして、９２万５，０００円増額補正し、５４７万５，０

００円とするものでございます。右ページに記載してございますが、先程歳出でも

ご説明いたしましたけど、ふるさと美祢応援寄附金として、当初１７０名、２５５

万円を見込んでおりましたが、決算見込みから９２万５，０００円増額するもので

ございます。結果、２５０名、３４７万５，０００円となる見込みでございます。

以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 最後に繰越明許費について説明いたしま

す。１－６ページ、１－７ページをお開き下さい。総務費・総務管理費、電算シス

テム改修事業として、３，９１６万５，０００円を計上いたしております。これに

つきましては、平成２４年７月に予定されております改正住民基本台帳法の施行に

合わせまして、平成２３年９月補正にて予算化されたものでございますが、当初は
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平成２４年３月までに各自治体によりシステム改修を行うものとされておりまし

た。ところが、現在国からのこのシステム改修に対する情報開示が非常に遅れてお

りまして、これによりまして、システム改修を進めることができずに繰り越しとす

るものでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） １－２９ですが、秋芳地区のケーブルテレビの加入率は６

８．４ということですが、この加入促進事業はこれで打ち切りなのでしょうか。今

後またこうした企画が持たれるのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 三好委員のご質問にお答えいたします。

加入促進期間は平成２３年１０月末をもって終わっております。何回か延長をさせ

ていただいた訳でございますが、最終的にはほぼ横ばい状態ということが続いてお

ります。それともう一つはそういう加入促進期間ということで、早くに加入された

方との公平さというのも出てきますので、今のところはもう平成２３年１０月末で

打ち切りということにさせて頂いております。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 三好委員よろしいですか。ほかに質疑がございますか。よ

ろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。はい。本案に対するご意見はございます

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。それではこれより議案第１号平成２３年

度美祢市一般会計補正予算（第１１号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） はい、全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとお

り可決されました。 

  次に議案第５号平成２３年度美祢市水道事業会計補正予算（第２号）を審査いた

します。執行部より説明を求めます。三戸管理業務課長。 
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○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 黒い背表紙の水道事業会計の補正予

算書をお開きください。議案第５号美祢市水道事業会計補正予算(第２号)のご説明

を申し上げます。このたびの補正では、決算見込みによりまして、収益的収支、資

本的収支を収入支出とも補正しております。 

はじめに、概要を申し上げます。１ページをお開き下さいませ。収益的収入及び

支出でございますが、収入では、第１款上水道事業収益を２５０万円増額、営業外

収益を１０４万９，０００円増額しております。第２款美祢簡易水道事業収益で

は、営業外収益を２１３万１，０００円減額、第４款秋芳簡易水道収益の給水負担

金を営業収益を１８万３，０００円増額しております。これによりまして、収入合

計額は４９万７，０００円の減額となりまして、６億３，８９８万７，０００円に

なりました。 

次に支出でございますが、次ページをお開きくださいませ。支出では、第１款上

水道事業費営業外費用を１０４万９，０００円減額、第２款美祢簡易水道事業費の

営業費用を３３０万円増額、営業外費用２１３万１，０００円減額しております。

これにより、支出合計額は１２万円の増額となっておりまして、当年度純利益は８

８７万７，０００円になりました。 

次に資本的収支の補正をしております。まず、収入でございますが、第１項企業

債を２，０６０万円減額、第２項繰入金を１，５０１万５，０００円増額、そのほ

かに第３項負担金及び寄付金を１，１５４万１，０００円、第４項国庫支出金を６

７２万円、第５項出資金を５４０万円、それぞれ減額補正しております。 

次に３ページにまいりまして、支出でございます。建設改良費を３，３０３万

８，０００円減額しております。この補正により、支出合計は５億６，５４０万

９，０００円となりまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億

８，５７８万円は、当年度分消費税及び地方消費税収支調整額１，１１１万５，０

００円、過年度分損益勘定留保資金２億３，８８６万９，０００円及び当年度分損

益勘定留保資金３，５７９万６，０００円で補てんするものでございます。 

では、各補正につきましてご説明を申し上げます。次の４ページ予算実施計画書

をお開きください。収入でございます。第１款上水道事業収益・第１目給水収益の

水道使用料を２５０万円増額しております。これは、水道使用料の見込みによるも

のでございます。 
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次に第２項営業外収益でございます。第２目繰入金でございますが、１０４万

９，０００円を減額しております。これは、平成２２年度に行いました工事で、上

水道浸水対策工事というのがありましたけれども、それの借入金にかかる支払利息

に対する繰入金を減額するものでございます。工事の入札残の事業費分に対する借

入利息と、工事がご存じのように繰越事業となりまして、繰り越しになった事業分

は、計画より借り入れの時期が遅くなっております。そのため平成２３年度の支払

利息が予定よりも減少して、繰入金を減額するものでございます。 

次に第２款の美祢簡易水道事業費でございます。第１項営業外収益・繰入金の一

般会計繰入金を２１３万１，０００円減額しております。これも、厚保簡易水道の

取水施設の浸水対策事業の繰越事業分及び事業費の確認によりまして、予算残と借

入時期の変更から減額するものでございます。 

次に第３款の秋芳簡易水道事業収益でございますが、給水負担金を１８万３，０

００円増額しております。これは、予算を超えて収入がありましたので、補正増額

するものでございます。 

次ページをお開きください。第１款上水道事業費・第２項営業外費用の支払利息

を１０４万９，０００円減額しております。これは、先ほどの繰入金の減額と同額

でございます。 

次にまいりまして、第２款美祢簡易水道事業費・第１項営業費用を増額しており

ます。修繕の支出が増えましたことから、修繕費を３３０万円増額しております。 

次に第２項営業外費用でございますが、支払利息を２１３万１，０００円減額し

ております。これも、厚保簡易水道の浸水対策工事の支払利息が減じたための減額

補正でございまして、繰入金の減額と同額でございます。 

次に資本的収入ございます。まず第１項企業債を２，０６０万円減額しておりま

す。上水道債は４４０万円減額であります。これは、今年度の上水道区域拡張事業

の事業費が確定したため、不用額を減額するものでございます。 

次に簡易水道事業債でございますが、麻生簡易水道水源増補改良工事、厚保簡易

水道配水管布設替え工事の工事費が確定したことによりまして、不用分を併せて

１，６２０万円減額するものでございます。 

次に、第２項繰入金でございますが、他会計繰入金を１，５０１万５，０００円

増額しております。これは、簡易水道特別会計と水道事業会計を会計統合するため
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の支援業務委託料分でございますが、会計統合時に特別会計の未払い金を水道事業

会計が引き継いでおりまして、水道事業会計で支払ったため、繰り入れするもので

ございます。 

次に第３項の負担金及び寄付金でございます。工事負担金を１，１５４万１，０

００円減額しております。これは、県工事、県道下関美祢線道路改良工事に伴う水

道管移設の工事がございましたが、この工事負担金でございますが、事業費がほぼ

確定しましたので、不要分を減額するものでございます。 

次に第４項国庫支出金、第５項出資金でございますが、これらは、今年度の上水

道区域拡張事業の事業費が確定したため、不要分を減額するものでございます。国

庫支出金を６７２万円、出資金を５４０万円減額しております。 

次ページ７ページをご覧ください。資本的支出のご説明を申し上げます。第１項

建設改良費・第１目上水道配水設備改良費の委託料を１，０４２万１，０００円、

委託料を６３７万２，０００円、合計１，６７９万３，０００円減額しておりま

す。これらは、上水道区域拡張事業の事業費が確定したため、入札残を減額するも

のでございます。 

次に、第２目簡易水道配水設備改良費でございますが、１，６２４万５，０００

円減額しております。麻生簡易水道水源増補改良工事、厚保簡易水道配水管布設替

え工事の事業費が確定したため、入札残を減額するものでございます。 

これで予算実施計画書のご説明を終わりますが、１ページめくられまして、予定

損益計算書をお開きくださいませ。この補正の結果、１０ページの一番下になりま

すが、営業損失は９，９５６万９，０００円となりまして、１枚めくりまして、１

２ページ中程でございますが、経常利益は３７８万１，０００円。これから特別損

失、予備費を差し引きまして平成２３年度の予定の純利益は８８万７，０００円を

見込んでおります。これに前年度繰越利益剰余金の２，９３２万３，０００円を加

えまして、当年度未処分利益剰余金は３，０２１万円になる見込みでございます。

以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 質疑がないようでございます。本案に対するご意見はござ
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いますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第５号平成２３年度美祢市水道事業

会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

をされました。  

  次に議案第６号平成２３年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）を審査い

たします。執行部より説明を求めます。千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） それでは、白い背表紙の平成２

３年度美祢市病院等事業会計補正予算書及び概要説明資料を用いて説明させて頂き

たいと思います。 

今回の予算の補正は、収入において、業務予定量の決算見込みによる収益の見直

し及び繰出し基準の変更等に伴い一般会計が負担補助すべき経費の追加補正を行う

とともに、支出においては、給与費、材料費等の決算見込みによる調整を行い、美

祢市立病院におきましては、昨年１０月４日から原則全ての診療科で、院外処方に

切り替わったことによる収益と支出の減額補正を行うものであります。 

院外処方に切り替わったことによります影響についてご説明をいたします。通年

ベースでの試算を説明いたします。 

まず収益におきましては、投薬料の減を２億８，２００万円、薬剤師が病棟での

服薬指導を行うことから、薬剤管理指導料が４００万円増と見込み、入院・外来収

益では２億７，８００万円の減と見込んでおります。 

次に費用につきましては、材料費のうち、薬品費の減を２億５，９００万円と見

込んでおります。また、雑損失として、薬品購入にかかる消費税の減を１，３００

万円と見込んでおります。結果といたしまして、約６００万円程度、マイナスに傾

くものと見込んでおります。 

ただ院外処方に切り替わったことにより、患者さんにとりましては、院外薬局に

行く不便さを感じられるかもしれませんが、複数の医療機関にかかっている方にと

りましては、薬の重複、薬の飲み合わせのチェックといった服薬の安全性を確保す



－14－ 

ることができます。 

病院にとりましては、薬価差益額が減少するものの、薬剤師が病棟により参加す

ることにより、医療の質、患者サービスの向上が図れ、また、看護師の業務改善も

期待できるものと考えております。 

それでは、予算書第２条に規定する業務予定量の補正についてご説明いたしま

す。補正予算書１ページをお開き頂き、（２）一日平均患者（利用者）数の項目を

ご覧ください。 

まず美祢市立病院ですが、入院患者数の１日平均１３１．７人を１２８．３人

に、外来患者数の１日平均１９２．２人を１８７．２人に、透析の１日平均１４．

６人を１７．１人に補正するものであります。 

次の美祢市立美東病院につきましては、入院患者数の１日平均を９８．０人から

９４．８人に、外来の１日平均１８５．１人を１７６．０人に補正するものであり

ます。 

次にグリーンヒル美祢についてですが、入所者数を当初は１日平均６３人と見込

んでいたものを６４．６人に、短期入所者数を４．０人から３．３人に、そして通

所の１日平均を１９．０人から１９．３人に補正するものであります。 

そして、訪問看護ステーションにつきましては、訪問の１日平均２０．０人を１

８．０人に補正するものであります。 

続きまして、以上の事業量に基づく予算第３条に規定する病院事業等の収益的収

支の補正予定額について施設ごとにご説明いたします。資料は、補正予算（第１

号）概要説明資料の２ページをお開き願います。 

まずは、美祢市立病院についてご説明いたします。病院事業収益として２２億５

９８万１，０００円を計上いたしております。繰出基準の変更等に伴い、一般会計

が負担補助すべき経費及び美祢社会復帰促進センター運営事業収益が増となります

が、外来・入院患者数の減及び昨年１０月４日からの院外処方に切り替わったこと

による投薬料の減により、１億４，１４８万７，０００円の減額補正であります。 

一方、病院事業費用におきましては、人事異動等に伴う給与費の減、また、先程

ご説明いたしました業務予定量の変更及び院外処方に伴う薬品費の減により１億

５，４９８万８，０００円を減額補正し、２１億９，０７０万円を見込んでおりま

す。 
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続きまして、美東病院についてであります。病院事業収益として１４億３，３０

９万４，０００円を計上しております。一般会計からの繰入金及び美祢社会復帰促

進センター運営事業収益が増となりますが、外来・入院患者数の減により、２，７

４３万８，０００円の減額補正であります。 

一方、病院事業費用におきましては、看護職を補充するということで、委託料が

増えていますが、人事異動等に伴う給与費の減、また、業務予定量の減少による材

料費の減により、２，６６９万３，０００円を減額補正し、１４億３，２２６万

４，０００円を見込んでおります。 

続きまして、グリーンヒル美祢でございます。介護老人保健施設事業収益として

３億５，８０４万７，０００円を見込んでおります。一般会計からの繰入金が増で

はありますが、入所運営事業収益、短期入所運営事業収益及び通所運営事業収益の

減収が見込まれることから、その結果、２４５万４，０００円を減額補正するもの

であります。一方、介護老人保健施設事業費用において、人事異動に伴う給与費の

減等により１３２万２，０００円を減額補正し、３億５，０４５万７，０００円を

見込んでおります。 

最後に訪問看護ステーションでございます。訪問看護事業収益として、４，２９

８万１，０００円を見込んでおります。これは、利用者数が減ではありますが、一

般会計からの繰入金の増により１９８万９，０００円の増額補正によるものであり

ます。 

一方、訪問看護事業費用につきましては、退職給与金の増等により、１１７万

４，０００円を増額補正し、４，２１１万３，０００円を見込んでおります。 

以上の予算に基づく平成２３年度の予定損益計算書について、ご説明申し上げま

す。最初にご覧いただいた補正予算書の１１ページ、１２ページをお開き願いま

す。ここでは、病院等事業全体の予定損益計算書をお示しいたしております。１２

ページの下から３行目でございます。美祢市病院等事業における当年度純利益を

２，３５１万４，０００円と見込み、当年度未処理欠損金を１３億４，９４５万

３，０００円とするものであります。以上をもちまして、議案第６号平成２３年度

美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）に関する説明を終わりたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、髙木委員。 
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○委員（髙木法生君） 一点ほどお伺いをしたいと思います。先程も１２ページでも

うご説明がありました。市長さんの議会初日での提案説明等々でもございました

し、平成２３年度の美祢市の病院等事業の予定損益計算書におきまして、合併以来

初めてとなります二つの病院が黒字に転じたと。２，３５１万４，０００円の純利

益を計上する予定との説明がございました。大変喜ばしいことであろうかと思って

おります。このことは市長さんの選挙公約でもございましたし、二つの公立病院を

存続させて、市民に安全・安心な医療と福祉のまちづくり目指された熱い志と言い

ますか、熱意と言いますか、そういうものがあったからこそと思っております。 

また、これまで山口大学の先生方を始め、地元医師会など地域の皆様を含めた病

院あり方検討会、あるいは両病院の健全化に向けた会議など、常に前向きに検討さ

れた大きな結果であったと私は思っております。 

そこでと申しますか、これまで頑張ってこられました看護師さんあるいは先生

方、こうした医療スタッフを始め、これに関わってこられました皆様のご努力に心

から敬意を表したいと思っております。 

そこで一点お伺いいたしますが、今年度の予定といたしまして、黒字を計上する

との見込みもございました。しかしながら、今後の状況も大変気になるところでご

ざいますが、この国の診療報酬の改定もありますし、医師の確保等大変流動的なこ

ともございます。今後の数年と申しますか、五、六年中長期的な経営状況がどのよ

うになるのか、もしおわかりになればその点をお伺いをしたいと思っております。

以上です。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 只今のご質問にお答えしたいと思います。新

市発足以来、二つの病院を維持存続させるということで、持続安定的な経営を目指

して参っております。それは新市発足直後に立ち上げました病院事業あり方検討委

員会の答申を踏まえまして策定した病院事業計画プラン、これに基づいて着実に取

り組んで来たところであります。 

この計画プランと言いますのが、平成２３年度を周期としておりますので、現在

病院事業局ではこの改革プランの検証を踏まえた上で、次期中期的な計画的な策定

に取り組む準備を進めているところであります。 

なお今後の見通しでありますが、厳しい医療事業を取り巻く環境ではあります
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が、山口大学並びに県との協力を、関係を更に強め、医師確保に全力をあげて、こ

の地域の医療を盤石なものにするよう努力して参りたいと思っております。 

なお４月には新たに高橋先生を管理者としてお迎えすることが決まっておりま

す。全部適用の最大のメリットであります管理者を中心として、この自立的、効率

的な経営をより一層進めていくものと考えておるところであります。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか、髙木委員。ほかに。はい、三好委員。 

○医院（三好睦子君） 美東病院の入院患者さんの件ですが、今の時点で２２年度決

算時より１０３％増えてます。２３年度の今の時点が入院患者数が３万４，６８９

で、２２年度の決算書見ましたら３万３，４６３人だったんですが、どういうふう

に１０３％増えてるんですが、人数にしたら１，２２６人の増ということになって

います。この中身で見ましたら、療養病床の方が８６０人に増えています。こうい

った面で看護師さんや看護助手さんの負担が増えてるのではないかと思います。 

それで先程に看護師さんの補充があったと説明がありましたが、この補充は十分

だったのかという点と。もう一件外来の患者数を見ましたら、美東病院の場合は

３，０００人減ってるんですね。これは何でだろうかと思ったんですけど、皆さん

の中から泌尿器科なくなって困るという意見もありました。こういったことが影響

してるのではないかと思いますが、他に原因があるのでしょうか、お尋ねします。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 只今のご質問にお答えしたいと思います。入

院患者数が大変多くなっておるが、看護師の確保は十分であるかと言うことだと思

います。慢性的な看護師不足というのは、この地域に起こっております。しかしな

がら全部適用以降、これも全部適用のメリットでありますが、人事の柔軟な対応と

いうことで、職員採用を不定期と言いますか、随時募集をしておりまして、このあ

たりの確保に努めているところであります。お陰をもちまして、新規採用のみなら

ず、中途採用等離職者の職場復帰等がスムーズに行われているところであります。 

なおまだ私どもが望みます看護師の確保というのは、もう少し期待しております

ので、もし皆様方におかれましても、看護師さんで何か職場を求めていらっしゃる

方がありましたら、病院事業局のほうにお知らせ頂ければと思っております。 

続きまして、外来の減、外来患者数の減、美東病院のことをご指摘されたと思い

ますが、診療科目の再編に伴うものではいかというご指摘ですが、そうしたことに
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対応するべく病院間のシャトルバスというのを運行しております。これは診療科を

再編し、一つのほうに集約するということは医療の質を高め、より患者サービスを

向上することに繋がりますので、何卒ご理解頂きまして患者様におかれましては、

そうしたシャトルバス等をご利用頂きまして、利用して頂ければと思います。なお

外来の減につきましては、確かに常勤から非常勤に変わったりしてるところが影響

してることは否めないと、私のほう認識しております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 看護師さんの増員は今の課題と言われました。そして看護師

さんを助けるという看護助手さんですね、そういった看護助手さんも増やさないと

いけないのではないかと思います。助手さんも看護師さんも本当に忙しいと思いま

す。過重労働になっているのではないかと思います。それで疲れた体で医療労働者

の方々が病気になられてしまうのではないかと心配してますので、極力看護助手さ

んも増やされる計画、今看護師ばっかり言われましたが、看護助手さんもそういっ

た計画がおありなのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 井上美東病院事務長。 

○病院事業局美東病院事務部事務長（井上孝志君） 三好委員の質問にお答えしたい

と思います。今の現状ですけれども、確かに看護師は市立病院も美東病院も目一杯

というか、ただ施設基準は満たしておりますので、それぞれ１０対１看護の基準で

行っております。 

看護師不足をどう補うかということで、やはり両病院とも看護補助者の配置を考

えて、かなり数を配置してきております。療養病棟につきましては、特に看護補助

者の必要人数を、できるだけ正規職員で確保するように人数を確保しております。 

それから一般病棟につきましても、看護師の不足を職員ではなかなか難しいんで

すけども、臨時職員、あるいは委託の職員という形で確保して、できたら一般病棟

については、急性期看護補助加算というある程度看護補助者がおれば加算取れるケ

ースがございまして、それを取ってやっておりますので、何とか厳しい中ですが、

看護師を助ける形で機能していってるところでございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 今、三好委員が言ったのは、病院の現場で過重労働になっち

ょるといったんよね。過重労働というのは労働基準法違反なんじゃけど、それは認
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めたということかね。 

○委員長（安冨法明君） 藤澤病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（藤澤和昭君） 只今のご指摘ですが、法令に反するような意

味での過重労働ということではございません。重い負担というのは、ここらで使っ

たのは、厳しい労働環境ということで、決して法令違反であるということを認めて

いる訳ではございません。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ほかに。山中委員。 

○委員（山中佳子君） 補正予算書の２２ページですが、退職給与金というところ

で、市立病院のほうはゼロなんですが、美東病院のほうは３，６７９万１，０００

円補正が組まれております。これは何人分の補正で、退職が多分多かったと思うん

ですが、退職理由など主なことが分かれば教えて頂きたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） 山中委員さんのご質問にお答え

いたします。まず看護師につきましては、本年度５人の退職を見込んでおります。

５人とも自己都合であります。それから栄養士が１名、これは勧奨退職によるもの

であります。それから医師につきましては２名。計８名を見込んでおります。以上

終わります。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） 補正が組まれたということは、その８名に対する補正なんで

しょうか。新たに８名出たということですかね。予定されていた以外に８名という

ことで、３，６７９万１，０００円ということでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） ８名分の退職給与金を払うため

に不足する額を補正するものであります。 

○委員長（安冨法明君） はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） それでは、この３月で全体で何人の退職者がいらっしゃるか

わかりますか。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） 山中委員さんのご質問にお答え

いたします。２３年度として美祢市立病院では４人、先程申し上げましたが、美祢
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市立美東病院におきましては８人、グリーンヒル美祢で２人、訪問看護ステーショ

ンで２名を見込んでおります。（発言する者あり）看護師と医師も含めて、全てで

す。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ほかに。南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 病院の現状が非常に厳しいというのが、一つは経営上の問

題、資金のやりくりということに関しては、非常に良く苦労してやられていると。

しかしながら医療スタッフ、特に看護師おそらく医師もそうなんだろうと思います

が、その確保に四苦八苦してると。 

そこで率直に市長に各論の話、小さな話ばかり聞きよると、このまま行くと、病

院の存続そのものがどうなるんかなという不安が出て来るんですいね。市長もよく

ご存知のように山陽小野田市の白井市長。これは本当苦渋の決断で山陽中央病院が

ああいう結果になりましたが、病院のただ単に資金経営上の問題だけじゃなく、医

療スタッフが確保できない。それから市民の診療科目、要望の強い診療科目にとり

わけ医者も含めてですね、非常に苦労された結果ああなったんです。今のままで行

くと、美東の共立病院も医師やそれから先程の看護師の過重なと、これが労働基準

法や法の遵守は守られているが、やっぱり過重だということになれば蔓延した医療

スタッフの不足に悩まされて、将来的には病院の維持が困難になるんではないかと

いう心配が生まれて来るんですね。 

そうしたところでは、おそらく４月はいろんな意味で議論になってくるだろうと

思うんですね。そうした点を踏まえて、きちんとした今後の見通しを説明して頂け

なければ、このままではそれなりの市民の中である不安なり心配を結局助長してし

まうんじゃないかと。できないなら、きちんとした説明ができないということな

ら、それはそれでかまいません。以上よろしく。 

○委員長（安冨法明君） 村田市長。 

○市長（村田弘司君） 先程来いろんなご質問賜りました。髙木委員のほうからは非

常にお褒めの言葉を頂戴いたしまして、私もお褒めの言葉というのは励ましの言葉

だろうというふうに理解をしておりました。 

この４年間二つの公立病院を市立病院を保っていくということは私の公約でもあ

りましたし、高齢化が進んでおって、そして４７０平方キロ超えるこの市の面積の

中で過疎化も進んでおるということで、絶対この二つの市立病院を保っていくと固
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い信念でやって参りました。 

今、地方公営企業全部適用いたしまして、この４月からも高橋管理者に来て頂く

ということで、この３月までは山大の医学部の教授でいらっしゃいますけれども、

非常に優秀な方を病院事業管理者としてお迎えができると。今私が兼ねてこの１年

間は市長と管理者を兼ねてやらせて頂きましたけれども、兼ねてやった上であって

も、先程話をして頂きましたように髙木委員のほうから、この年度においては、両

病院において単年度の黒字が果たせたということでございます。 

それと先程三好委員のほうからですね、非常に看護スタッフが不足してるんじゃ

ないか、過重労働ではないかというふうなお話がありました。先程部長のほうから

も申し上げましたけども、どこの職場でも非常に厳しい環境下でお仕事されておら

れると思います。病院においても本当に体を痛められた、病められた方を相手にで

すね、人を相手にする仕事というのは本当に大変だろうと私も思っております。そ

ういうふうな中で一生懸命仕事しておいていただいておる。但し、法で定めるスタ

ッフが不足をしておるということは一切ありませんので、ちゃんと看護体制はでき

ておるということです。それと今、山中委員のほうから退職者の数ほど聞かれまし

たので、皆、今、担当課長のほうからお答えを申し上げたけれども、退職をされた

ということは、それに併せて補充もしておるということもご理解頂きたいというこ

とです。 

ですから、今後先程髙木委員が今後５年間程度どうだろうかというふうにおっし

ゃいましたけれども、一番難しかった合併後の４年間を両病院を存続させうること

ができたということ、そして経営基盤をこの４年間きっちり固めることができたと

いうことは、今後四、五年についても、その後についても、この二つの病院はちゃ

んと存続できる形に出来たと私は思っておりますし、またその思いで、今後も病院

経営のほうやって行きたいというふうに思っておるということです。ですから、市

民の方々がどうか安心をして頂きたいというふうに思っております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ほかに。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） ちょっと小さいことなんで大変恐縮なんですが、いわゆる貯

蔵品ですよね、薬剤を含めて、院外薬局を市立病院のほうも実施されたと思うんで

すね。それで、例えば２２年度の貯蔵品の残高、今回２３年度が２，６５９万５，

０００円という予定貸借対照表ではなってますよね。２４年度見てみますと２，５



－22－ 

３９万５，０００円、余り変わってないんですよね。ですから院外薬局をやって在

庫がどのように変わったのか、そして今この金額は適正であるかどうか、ちょっと

その辺だけを教えて頂きたいです。 

○委員長（安冨法明君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） 竹岡委員さんのご質問にお答え

いたします。美祢市立病院の貸借対照表の中に貯蔵品というのがありますが、委員

さんおっしゃられますように、２２年度決算額が２，７７９万５，０００円で、予

定貸借が余り減ってないんじゃないかということのご指摘だと思います。今この貸

借対照表の作成に当たりましては、両病院とも２２年度の決算額をベースに資産減

耗費がありますので、それを引いたものがここに上がってくるという考え方で作成

いたしております。決算では当然院外薬局なりますと、当然在庫抱えなくて済むよ

うになりますので、当然に貯蔵品は減り、現金預金のほうが増えるというふうに、

ではないかというふうに思っております。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） ちょっと分かりやすく説明して頂きたいんですね。例えば、

院外薬局やってない時にどれぐらいの在庫があって、２３年度の末が２，６５９万

５，０００円ですか、予定してると。しかしながら、２４年度も２，５００万以上

組んでおられるんですよね。そうしますと、院外薬局の効果、いわゆる適正在庫と

いうものが考慮されてるんかなという気がいたします。患者数、入院・外来患者数

等見ても、その比率からすると美東病院は８００万ぐらいですよね。じゃから、院

外薬局の利用率が非常に低いのか、その辺もよく分かりませんので、含めてご説明

頂ければと思います。 

○委員長（安冨法明君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） 竹岡委員さんのご質問にお答え

いたします。平成２３年１月末の貯蔵品の残高が３，８４９万です。現在２４年の

１月末の貯蔵品残高は実際は１，７９３万５，０００円となっております。（発言

する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 他に質疑がございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 質疑はないようでございます。本案に対するご意見はござ
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いませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第６号平成２３年度美祢市病院等事

業会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

をされました。 

ここで暫時休憩をいたします。再開は前の時計で１０時５５分にしたいと思いま

すのでよろしくお願いをします。 

午前１０時４３分休憩 

   

午前１０時５７分再開 

○委員長（安冨法明君） それでは再開をいたします。次に議案第７号平成２３年度

美祢市公共下水道事業会計補正予算（第１号）を審査いたします。執行部より説明

を求めます。三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） それでは黄色い背表紙の補正予算書

をお開き下さいませ。議案第７号美祢市公共下水道事業会計補正予算(第１号)のご

説明を申し上げます。このたびの補正では、予算第３条収益的収入及び支出の下水

道使用料の増額、委託料の減額補正をしております。 

まず収入でございます。１ページの概要で申し上げますと、収入では営業収益を

５６０万円増額しております。これにより、収入合計額は４億８，３３９万３，０

００円になりました。 

次に支出でございますが、営業費用を２４９万７，０００円減額しております。

これによりまして、支出合計は４億４，５２９万７，０００円となりました。 

３ページの予算実施計画書をお開きくださいませ。収入の補正でございますが、

営業収益の下水道使用料でございます。使用料の増加が見込まれるため補正するも

のでございまして、５６０万円増額しております。 

支出の減額は、営業費用、処理場費の委託料でございます。水質分析委託料の入

札減によるものでございます。 
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５ページをお開き下さいませ。２３年度の予定損益計算書でございますけれど

も、５ページ中程、営業損失でございますが、１億５，１６５万５，０００円、次

ページにまいりまして中程でございますが、経常利益は４，６４３万６，０００円

でございます。これから予備費を差し引きますと、当年度純利益は４，５４３万

６，０００円になります。前年度繰越利益剰余金の６，１７３万７，０００円と合

わせまして、当年度未処分利益剰余金は１億７１７万３，０００円になる予定でご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） すいませんちょっとまた細かいこと聞きたいんですが、委員

長申し訳ないんですが、下水道料金の徴収は水道課と連動してるんで、ちょっとそ

の辺も併せて質問してもいいですか。 

○委員長（安冨法明君） はい、どうぞ。 

○委員（竹岡昌治君） それじゃですね。下水道料金を水道課が徴収をしてるわけで

すね。水道課のほうに預かり金というのがあるんですが、その性格と、それから下

水のほうの流動資産のその他の未収金、若しくは営業未収金入ってるかどうか、い

わゆる下水道課が徴収したまんま期末に動かさんで、そのままになってる場合があ

り得るという想定で質問しているわけですから、それはありませんよというなら、

この質問は取り下げたいと思うんですが、その辺をちょっと教えて頂きたいと思い

ます。 

○委員長（安冨法明君） 質問の趣旨が分かりましたでしょうか。はい、三戸管理業

務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 竹岡委員のご質問でございますが、

月末若しくは年度末に水道が一緒に料金を徴収することになりまして、水道のほう

から下水道に未達いう状態のことを言われているのではないかと理解しましたが、

よろしいでしょうか。 

水道が一緒に下水道の料金を徴収することによりまして、月末に水道事業のほう

に入るようになっております。水道事業から下水道事業のほうにその料金を振り替

えるには、タイムラグがある関係で、月末には下水道のほうに入らないというシス

テムになっておりますけれども、貸借対照表におきましては、水道のほうには預か
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り金として、水道のほうに入ってきたものですから預かり金として表示はされてお

ります。下水のほうですけれども、下水道のほうでは調定をしてありますので未収

金となってはおりますけれども、下水道の状態からいうと現在ではまだ入金がされ

ていませんので、未収金のままの状態で表示されるようになっております。それが

現在の貸借対照表上における表示の仕方でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） そうするとですね、今、下水道料金は水道会計では預かり金

においてあると。そうするとですね預かり金が２，７２０万あるんですいね。これ

が全部下水道料の未収金ということになると、営業未収金、下水道のほうは１，９

７９万９，０００円ですから、預かり金のほうがはるかに大きいんですよね。です

からその辺のバランスがちょっと意味が分からなかったんで質問したんですが、そ

の辺はどうなんですかね。 

○委員長（安冨法明君） はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） おっしゃるように予定貸借対照表で

は２，７２０万預かり金がございますけれども、この預かり金の中には下水道使用

料だけではなく、コミプラの使用料、農集の使用料が含まれています。すいませ

ん、この内訳は今手元に持っておりませんけれども、下水道料金の預かり、農集の

預かり、コミプラの預かりで２，７２０万円を予定しております。（発言する者あ

り） 

○委員長（安冨法明君） はっきり返事をされてたほうがいいと思いますが。今、ほ

とんど未収金はないということになるがというふうに質問者が言っておりますが。

はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 下水道のほうにあがっております営

業未収金は１，９７９万９，０００円を予定しておりますけれども、この営業未収

金が下水道使用料の営業未収金として予定をしております。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） ではですね、今のコミプラとか農集とか、それから下水のほ

うの、できたらちょっと預かり金の内訳を、後から調べてご報告願いたいと思いま

す。それからこれは市長にお尋ねなんですが、いわゆる繰越の余剰金と言います

か、大きく出てるわけですよね。ここら当たりでぼちぼち修繕引当金と言います
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か、そういうものを組むというお考えはあるかないかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） 村田市長。 

○市長（村田弘司君） 竹岡委員、おそらくですね、この公共下水道事業もう開始を

されて何年かいな、平成元年からですから２４年目になります。当然のごとく更新

をする時には、非常にお詳しいから釈迦に説法ですけども、三条予算のほうで現金

の支出を伴わないものストックしておりますので、四条のほうで使うというふうに

してますから、大きな更新はできますけれども、しかしもう２４年も経過してると

いうことで、大きな修繕はこれから起こってくる可能性は高い。度々起こるという

ことを私が申し上げると、市民の方が不安に思われますでしょうから、そういうこ

とは申し上げません。しかし、私どももきっちりそういうふうな補修しております

ので、但し万が一大きな補修が修繕が起こってくると。それが重なってくるという

ことがあり得るかも知れません。災害なんかそういうことがありますので、ですか

らそれに併せた修繕引当金ですかね。それをストックするということも必要かなと

いう私の認識もございます。その辺でちょっと今の回答は、置かせて頂きたいと思

います。その辺は考えておるということをご認識を頂きたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） 竹岡委員さっきの資料というか、詳細な資料の請求につい

ては、時期的なものはどう考えておるんですか。（発言する者あり）所管課のほう

は資料請求と言いますか、今の内訳について請求について、午後あたりに答えられ

るでしょうか。大丈夫です。（「はい」と呼ぶ者あり）午後の審査に提出をして頂

きたいというふうにお願いをしておきます。そのほか質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは次に本案に対するご意見はございますか。よろし

いですね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第７号平成２３年度美祢市公共下水

道事業会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。全員異議なしと認めます。よって本案は

原案のとおり可決をされました。  
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  次に議案第１９号美祢市男女共同参画推進条例の制定についてを審査いたしま

す。執行部より説明を求めます。末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 議案書の１９－１ページをお開き願いた

いと思います。議案第１９号は美祢市男女共同参画推進条例の制定についてでござ

います。 

第１条に示してありますとおり、本条例は男女共同参画を推進するための基本理

念を定め、市民及び事業者の責務をあきらかにするとともに、市の男女共同参画の

推進に関する施策の基本事項を定めることにより、市・市民及び事業者が共同して

男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会

の実現を図ることを目的とするものであります。 

基本理念を二つ後の第３条に明記しておりますが、平成２２年の３月に制定をさ

せて頂きました美祢市男女共同参画しあわせプランにおいては、基本理念を認め合

い支え合いともに歩むまち美祢といたしまして、既に男女共同参画に関する様々な

諸施策を展開しているところでございますが、本条例の制定をもちまして、本市の

男女共同参画事業の推進というものが明確に位置付けられることとなるものでござ

います。 

なお本条例は平成２４年４月１日から施行するということでご提案をいたしま

す。説明は以上です。ご審議のほどよろしく願いします。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） 質問をいたします。事業者の責務ということが入ってるんで

すが、事業者の責務についてはどのような方法で扱われるおつもりか、事業者につ

いてということの説明をまずお願いします。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） 布施委員のご質問にお答えいたします。

今、男女共同参画推進委員の中にも市内の民間事業者の方もご参画を頂いておりま

す。課題の一つといたしまして、男女共同参画というのは啓発活動というものが非

常に希薄であると、もっともっと啓発すべきであるということで重要な課題と位置

付けられておりまして、各事業様においても学習会などの時には参加のご案内をし

たりとかいうことで、事業者というのは市内の企業でございますが、そこにおいて
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も社内において男女共同参画という推進についてご検討願いたいということで、事

業者の責務という言葉を使っている次第でございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） もう一つ質問ですが、この条例ができたということ大変異議

あることだと私は思っております。全ての人の人権に関わる、男女差別なく人権に

かかる問題であると認識しておりますが、個々の問題について、例えばＤＶだとか

というような相談窓口はどのようになっていますでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 末岡地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（末岡竜夫君） ご質問にお答えいたします。相談窓口に

ついてでございますが、市では人権という広い意味におきましては、人権対策室と

いうことで地域福祉課が所管しておるところがございます。それとは別に、我々も

周知はいたしておりますけど、県におきましてそういう人権に対する相談窓口とい

うのもございますので、そういうところでもなかなか市内で聞きにくいことという

面ではそう言うところで、お聞きになられるという例がございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか、布施委員。ほかに質疑はございますか。

よろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 質疑がないようでございます。本案に対するご意見はござ

いますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第１９号美祢市男女共同参画推進条

例の制定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

をされました。 

  次に議案第２０号美祢市職員定数条例の一部改正についてを審査いたします。執

行部より説明を求めます。倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） それでは議案書の２０－１ページ、それと別冊にあり

ます参考資料１ページでございますが、ご覧頂きたいと思います。 
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議案第２０号は美祢市職員定数条例の一部改正についてあります。消防職員の定

数を５９人から６２人に改正するものであります。市民の安全・安心を保持するた

めの美祢市消防本部の組織力と機動力を維持するために、適正な人員を確保する必

要があることから改正するものであります。平成２４年度以降の退職者の状況や、

県消防長会の取り決めによる県消防学校教官、防災ヘリコプター航空隊への職員派

遣、救命士の養成等を踏まえ、今後、計画的な採用を実施するにあたりまして、今

回改正するものであります。説明は以上です。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第２０号美祢市職員定数条例の一部

改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

をされました。  

  次に議案第２１号美祢市一般職の職員の給与に関する条例及び美祢市職員等の旅

費に関する条例の一部改正についてを審査いたします。執行部より説明を求めま

す。はい、倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） それでは議案書綴りの２１－１ページから２１－４ペ

ージになります。参考資料につきましては２ページから８ページになります。ご覧

頂きたいと思います。 

議案第２１号美祢市一般職の職員の給与に関する条例及び美祢市職員等の旅費に

関する条例の一部改正についてであります。本市では、山口県市町職員実務研修実

施要綱に基づきまして、職員の能力・資質の向上のため、職員を県に派遣いたして

おるところであります。 

当実務研修の所属先につきましては、多岐にわたっておりまして、県庁を始め山

口県東京事務所など県外への配属も想定されることから、職員を派遣する体制を整
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備するため、所要の改正を行うものであります。 

それでは改正の主な内容につきましてご説明申し上げます。第１条の美祢市一般

職の職員の給与に関する条例では、地域における物価等を考慮して、民間賃金の高

い地域に勤務する職員の給与水準の調整を図るために支給いたします地域手当、異

動等に伴い、やむを得ない事情により単身で生活することとなる職員へ支給する単

身赴任手当の条項の追加をいたしております。また期末勤勉手当を積算するための

基礎額に地域手当を含めるための改正を行うものであります。 

次に２１－２ページになりますが、第２条の美祢市職員等の旅費に関する条例で

は、赴任に伴います移転を行う場合に、その費用を賄うものとして支給される旅

費、いわゆる引越し代に当たるものなんですが、移転料、住居地の移転が行われた

場合に、新住居地に到着後の諸雑費に充てるために支給する着後手当、赴任に伴っ

て扶養親族を移転するのに必要とする費用に充てるために支給する扶養親族移転料

の項目の追加を行うものであります。以上で説明を終わります。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 議案の参考資料の５ページなんですけど、第３４条の２と３

と４について、この中で更に給与、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の

それぞれの１００分の云々とあって、支給することができるとあります。改正前は

今の給与のほかに扶養手当、地域手当、住居手当という文言はないんですが、改正

前は給与の１００分の８０に相当する金額を支給するとあります。改正後は支給す

ることができるとあるんですけど、これは一見前進かなと思いましたけど、変更後

の支給することができるということは、支給できないこともあるよということでは

ないかと思ったんですが、これどうなんでしょうか。これでは後退ではないかなと

思ったんです。そして２と３と４ですか、結核や心身の故障の時と書いてあるの

に、これでいいのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） 今回改正に併せまして、できる規定のほうに変更して

おります。これにつきましては基本的に育児休暇等取られた方につきましては、期

末手当等が支給がなされませんので、それ等踏まえまして今回改正に併せまして、

このできる規定ということでの改正を併せて行ったものでございます。基本的には
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全て支払うというものでもございませんので、逆に言ったら今までの改正が若干訂

正的なものがございましたので、併せまして改正をさせて頂くものであります。 

○委員長（安冨法明君） 三好委員よろしいでしょうか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 支給すると、支給することができるとあるんですけど、そこ

の基準というか、ラインとか何か基準とかいうのは、別に定めてないですよね。ど

うなんでしょうか。ただこの結核や心身の故障のところにひっかかるんですけど。 

○委員長（安冨法明君） 少し休憩を取りましょうか。よろしいですか。はい、村田

市長。 

○市長（村田弘司君） あのですね、この現行と改正案の文言を良く比べられたらよ

く分かると思うけれども、改正案のほうには、例えば３４条の第２項ですね、今回

加えたのが、給与、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当いうことがあります

よね。その該当する職員がその手当を全部貰っとるわけではないんですよ。これで

きるとしてしまいますと、手当を貰ってるがごとく全部ってなってしまうんで、だ

からどっかの部分だけ手当貰ってても支給できますよと、することができますよと

いうできる規定です。だから後退してるわけじゃない。きっちり日本語の文言に併

せてこの条文は作ってるということで、この条文そのものも国が定めてる条例準則

を使ってるもんですから間違いありません。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。他に質疑はございますか。よろしいです

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はございます

か。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第２１号美祢市一般職の職員の給与

に関する条例及び美祢市職員等の旅費に関する条例の一部改正についてを採決いた

します。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 



－32－ 

次に議案第２２号美祢市税条例の一部改正についてを審査いたします。執行部よ

り説明を求めます。はい、小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） それでは議案第２２号美祢市税条例の一部改正に

ついてご説明申し上げます。議案書の２２－１ページをお開き下さい。参考資料に

つきましては、９ページとなります。 

本議案は、このたび、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための

地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律、東日本

大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の

確保に係る地方税の臨時特例に関する法律、地方税法の一部を改正する法律、地方

税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が公

布、施行されたため、美祢市税条例の一部を改正するものでございます。改正の主

な内容としましては、平成２５年４月１日から市たばこ税の税率を旧３級品以外の

たばこ１，０００本につき４，６１８円から５，２６２円、旧３級品のたばこ１，

０００本につき２，１９０円から２，４９５円にそれぞれ引き上げること及び平成

２６年度から平成３５年度までの間、個人市民税の均等割の税率を年額３，０００

円から３，５００円に引き上げること等が主なものでございます。以上で説明を終

わります。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございますか。

はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） １０年間に市民税が５００円加算されるということなんです

けど、１０年間これがずっと加算されるんですね。確認ですが。 

○委員長（安冨法明君） 小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） そういうことになります。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） ないようでございます。本案に対するご意見はありません

か。よろしいですね。（発言する者あり）はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 市税条例に反対ですけど、相談してませんからもし意見が違

うようでしたら退席します。市民の税金が上がるということに対して納得いきませ

ん。そして、個人の市民税の税率が１０年間について、１０年間５００円プラスさ
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れるということで、３，０００円が３，５００円が１０年間続くということですよ

ね。だからそういった税の増額、増税にに対して反対です。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 誠に申し訳ありません。討論遡って執行部の今の三好委員の

反対理由というのは、率直に私もよう分からんのですいね。執行部のほうが聞い

て、もし議員の反対理由と、執行部のほうがいや何かちょっともう少し理解しても

らえればという発言をする機会を与えてもらわなければ、いまのままじゃこの条例

改正案の趣旨にきちんと理解した上で反対されているのか、それとも執行部の説明

不足なんかが、私自身が良くわからんのですいね。ですから、ちょっとこの討論採

決のところちょっと遡って、もう一度意見の交換をさせて頂ければと思います。機

会を与えて頂ければと思います。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） ちょっとね。暫時休憩します。 

午前１１時３２分休憩 

   

午前１１時３３分再開 

○委員長（安冨法明君） 再開をします。（発言する者あり）再開をしております。

只今一応質疑を打ち切ったわけですが、賛否を問うに当たりまして、反対討論がでま

して、議案説明の内容が良く理解ができてない部分があるのではないかということで

異例ではございますが、再度質疑をいたしたいというふうに思いますのでご理解を頂

きたいというふうに思います。今、あれですかね主管課のほうで三好委員の言わんと

されることよう理解をされました。よろしいですか。執行部の答弁を求めます。は

い、小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） 三好委員の質問でございますけど、この度の５０

０円の増額分の趣旨につきまして、私のほうから説明不足の点がありましたので説

明させて頂きます。 

この度の増額分につきましては、東日本大震災からの復興を図ることを目的とし

て、東日本大震災復興基本法第２条に定める基本理念に基づき実施する政策のうち

全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源

を確保するために、５００円増額するのでございます。以上でございます。（発言

する者あり） 
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○委員長（安冨法明君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 良く趣旨がわかりました。復興支援について支援しなければ

いけないというので、それはわかりました。たばこ税も上がっていくということ

も、それも支援に含まれているのでしょうか。市民の増税にならないかということ

で、ちょっと心配してますが。（発言する者あり）よくわかりました。復興に対し

てその５００円を援助するよというのはわかりました。 

○委員長（安冨法明君） 小田税務課長。 

○総務部税務課長（小田正幸君） たばこ税の増税分なんですが、これは地方税には

たばこ税には、県税に関わるたばこ税分と市町村に関わるたばこ税分があります。

現在旧３級以外のたばこにつきましては６，１２２円、県と市で徴収しておるわけ

ですけど、この６，１２２円は変わらずに、６，１２２円の中に県のほうが市の引

き上げ分の６４４円引き下げて、その引き下げ分を市のほうで引き下げるものでご

ざいます。 

これは何故県から市に６４４円分が移譲されたということでございますけど、こ

れは法人税の実効税率が引き下げることによって、全体で市と県の増収分というの

が県が多くなって市の減収分が少なくなるということで、その増減収分の差額を補

うための県から市へのたばこ税の移譲ということでございます。以上でございま

す。 

○委員長（安冨法明君） 三好委員だいぶんおわかりになったと思いますが。まだ反

対をされますか。いいですか。よろしいですか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） わかりました。私が思った時に、本当に市民に増税になるの

ではないかというのがあったので、言いましたけどよくわかりました。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 今、たばこはわかりやすいんですけど、受益者負担というこ

とについては、さっき開会の冒頭の委員長にお願いしたように、水道も含めながら

今後受益者負担、特別に享受するものとか、また特定の地域がその行政のサービス

受けるためにはある程度の負担をする。このことに全て反対をするというのは、日

本共産党の議員ではいないはずなんです。だから、あくまでも公平な税、適正な税

なのかどうなのかを議論する必要はあると思います。 

但し、たばこの吸うというのは、日本の国内どんな公共施設に限らず、不特定多
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数の人達が集まるデパート、スーパー、レストランも含めて禁煙が主流となり、そ

れからなおかつ、たばこを吸う人達をどうこうというのではなくて、ある程度それ

に関わる公害も含めてですよ。いろいろ適切な処置をして行かなければならない、

そういう負担をどんどんどんどんあがってきているとということについては、当然

受益者負担の一部だということに繋がると思いますし、その他の税負担、例えば固

定資産税であろうが、国民健康保険であろうが、その時その時を審議しながら、そ

れが適切な値上げなのかどうなのかは一つずつ見ながら賛否をとって行くことが必

要だろうと思います。そうした点から行けば、今回の税負担の理由はあくまでも受

益者負担の一部であるし、それから東北震災に関わる日本の国民なら全体がある程

度負担をしていくということなので、私は賛成の立場から意見を述べたいと思いま

す。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。（発言する者あり）それではですね、只

今ので質疑を終わります。再び本案に対するご意見はございませんか。よろしいで

すね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第２２号美祢市税条例の一部改正に

ついてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

をされました。 

次に議案第２３号美祢市手数料条例の一部改正についてを審査いたします。執行

部より説明を求めます。はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長課長（松野哲治君） それでは議案書の２３ページの１、

それと参考資料の１２ページをお開き下さい。 

議案第２３号美祢市手数料条例の一部改正についてでございます。本議案は山口

県の事務処理の特例に関する条例第２条の規定に基づき事業者の岩石採取計画の許

可等に関する事務及び事業者の砂利採取計画の認可等に関する事務につきまして、

本年４月１日から山口県から権限移譲を受けることに伴い移譲される許認可事務に

かかる手数料を新たに規定し、手数料条例の一部を次のように改正するものでござ
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います。 

別表その１に次のように加える。岩石採取計画の認可、１件につき５万５，００

０円、岩石採取計画の変更の認可、１件につき３万５，０００円、砂利最採取計画

の許可、１件につき３万７，７００円、砂利採取計画の変更の認可、１件につき１

万７，０００円、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 本案に対するご意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではこれより議案第２３号美祢市手数料条例の一部改

正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

をされました。 

  次に議案第２４号美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例等の一

部改正についてを審査いたします。執行部より本委員会所管事項についての説明を

求めます。篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） それでは、議案書それと議案参考資料及び本日机

上配付しております参考資料をご準備頂ければと思います。それではまず、議案書

の２４－１ページをお開き頂ければと思います。 

議案第２４号は美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例等の一部

改正についてであります。このたびの改正は、指定管理者の指定に緊急を要する場

合等の指定管理者候補者の選定及び指定取消や天災等により指定管理者が不在とな

った場合の施設の管理を定めるため、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に

関する条例の所要の改正を行うほか、個別に定める指定期間を情勢に合わせて柔軟

に対応できるよう関連する施設設置条例の所要の改正を行うものであります。 

それでは当委員会所管事項についてご説明させていただきます。議案参考資料の

１５ページからの新旧対照表をご覧頂ければと思います。 
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まず第１条は、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改

正であります。このたびの同条例の改正は、１点目、同条例第５条になりますが、

公募によらない指定管理者の選定等について、公募に対し申請がなかった場合や緊

急を要する場合などには、本市の出資法人、公共団体、公共的団体に限らず指定管

理者候補者とすることができるよう、また、２点目は、同条例第１５条になります

が、市長による管理として、指定管理者の指定取り消しや天災等により指定管理者

が管理業務を行えなくなった場合、市直営により管理が行うことができるようにす

るための改正であります。 

１７ページをお開き頂ければと思います。１７ページからの第２条は、美祢市有

線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例、３０ページお願いします。３０ペ

ージ第１１条は、美祢市道の駅おふくの設置及び管理に関する条例、３１ページ第

１２条は、美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例、続きまして、３２、

３３ページは、第１３条は、美祢市美東都市と農村交流の館の設置及び管理に関す

る条例、３４、３５ページ、第１４条は、美祢市勤労福祉会館の設置及び管理に関

する条例、３６、３７ページ、第１５条は、美祢勤労者総合福祉センターの設置及

び管理に関する条例の一部改正であります。これらは、各指定管理者候補者選定審

査会において、指定期間の見直し意見が出される事例があるなど、指定期間につい

て、柔軟な変更を可能とするための改正でございます。 

これらのことを一覧で整理したものが本日、机上に配布した参考資料でございま

す。１枚めくって頂きまして、資料１は、改正の目的、そして改正条文、改正する

条例名を一覧で纏めたものでございます。右の改正する条例名の欄ですが、第１条

と、①と⑨から⑬つまり第２条と第１１条から第１５条が当委員会所管の条例改正

でございます。 

続きまして１枚めくって頂きまして、資料２につきましては、改正条例の条文と

その例規名称、そして施設、所管課、今回改正を行う事項を整理したものでござい

ます。当委員会所管の第２条と第１１条から第１５条は、前述しましたとおり、指

定期間について、柔軟に変更を可能とするため、指定期間を削除するものでござい

ます。ご参考にしていただければと思います。 

なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。当委員会所管の議案

第２４号に関しましての説明は以上でございます。よろしくお願いします。 
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○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 議案の件ですけど、指定管理の期間が柔軟に対応できるよう

になったということなんですが、最大の期間というか最大の期日というか、それは

設けてあるのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） 只今のご質問にお答えいたします。最長の期間と

いうのは特に定めておりません。（発言する者あり）定めておりません。今の現ガ

イドライン等では基準として示しております。概ね３年から５年という基準は、ガ

イドライン上では示しております。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 基準はあるけどと言われました。柔軟に対応と言えばちょっ

といいのですが、事業体が長く指定管理を受けたことで、競争心もなく、競争の原

理がなくなって固定化してしまうのではないかとも思います。そうなった時に新し

いグループが入りやすいといった、市長よく言われます、人材育成とか言われま

す。そして指定管理でも、仕事の内容、市の仕事を民間に降ろして、市民の活力を

活かして育てていく。そして広く市民の方に公平にと思っておられる、市長さんは

思っておられると思います。こうした市長さんの思いが届くかどうかちょっと心配

なんですが。やはりこういった時に先日もありましたが、新しい事業体、団体です

か、そういったのが入りやすいようにするための条例改正という文言は、この中に

ないような気がしますが、その点どうなのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） 只今のご質問でございますが、指定期間につきま

しては当然所管課の考えもございますが、まず審査会において、この公募するに

は、公募、非公募も含めて指定期間も含めて、まず審査会で決定されます。審査会

に基づいて、それを決定事項を公募に移し、それを更に最終的には議会での議決を

頂くという流れになろうかと思います。従って、指定期間の説明については以上で

ございます。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 先般今までの審査会で審査会の決定と違ったことで変わった
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ことがありましたが、こういった前例があるかないかと聞きましたら、前例はない

と言われましたけど、条例の中に異議申し立てというか、そういった記述はこの中

にあるのか、この分に出てきてないのか、お尋ねします。 

○委員長（安冨法明君） 篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） 異議申し立てについては特に定めておりません

が、当然法律において行政不服審査法に基づく申し立てであるとか、そういったも

のが対象になろうかと思います。異議申し立てについてはです。以上でございま

す。 

○委員長（安冨法明君） ほかに。はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） このように条例から指定期間が削除されるといいますこと

は、ほかの要項とか規約にその辺が明示されるんでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） 只今のご質問でございますが、基本的にガイドラ

インにその辺りは明記していきたいというふうに考えております。以上でございま

す。 

○委員長（安冨法明君） はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） ガイドラインということは、各施設の指定管理の期間という

ものが、それぞれ個別に載せられるということでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） 基本的には一般的な規定ということになろうかと

思います。ただ一般的な、先だってから市長、部長が申し上げてますように、施設

に分けたガイドラインという名称にするかどうか分かりませんが、その施設に応じ

たガイドライン、基準というのを設けていきたいというふうに考えております。以

上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 山中委員のご質問、先程の三好委員のご質問もですけれど

も、重複してるところがありますよね。この条例上各施設の指定期間を削除すると

いうことで、不安が生じられたんだろうと思います。 

これは先程篠田部次長が申し上げましたとおり、選定審査会のほうでそれぞれの

施設の特異性とか特色を考えて、弾力的に指定期間を設定していったほうがいいん
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じゃないかというご意見がありました。それに基づいて、今回この条例改正をおこ

しておるということです。 

例えばこれを１００年にしようとか、５０年にしようとかいうことは、とても考

えられないことだろうと思います。収益的なものの施設についてはある一定の期間

がないと、それが投資をしていって、その投資がどの程度でペイラインまで持って

いけるかとかいうこともあります。 

箱物については、単純に例えばこの部屋を貸すということであれば、そういうこ

とはほぼ考えずにすむということです。ですから、いろんなこの美祢市において全

国の自治体でも同じでしょうけれども、指定管理に出してるということは莫大いろ

んなことがある。前も申し上げた、今映してもらってる山口ケーブルビジョンも、

実は指定管理に出してるということですね。 

ですからいろんなタイプがあるということで、それにあわせて指定期間をつくっ

て行こうじゃないかと。それは選定審査会のほうでいろいろ審議をして頂いて、こ

の施設についてはこの程度が妥当であろうということを出していただきたいと思っ

ております。但し、闇雲に先程申し上げたように、５０年とか１００年とか、常識

的に考えておかしいことは避けたいというふうに思ってますので、先程篠田次長が

申し上げたけれども、今度ガイドラインという言葉使うかどうか分かりませんけれ

ども、現行でいうガイドラインに相当するものに、その辺の上限的なものをきちっ

と明記していきたいというふうに思っております。 

その上で審査会でその施設ごとに指定期間を出していただく、そして最終的には

私までそのことが審査会の意見として回ってきますので、私の判断によってそれが

適当かどうかまた判断いたします。そして私がそれが適当であると認めた段階で、

議会のほうにそれを提示をして、議決が必要なものですから、これは法に基づい

て、議会のほうでも審議をして頂くということで、何重にもチェックを設けて、そ

の指定期間が出て来るという形になりますので、今回こういう条例改正出しました

から、不安に思われたかも知れませんけれども、そういうふうな形でどなたが見ら

れても不足がないように、不明な点がないようにちゃんとやらせていただきたいと

いうふうに思っております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） 今、言われましたガイドラインに相当するものというものは
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いつ頃までに出るのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） もう既に作業に入ってます。今、今回この議会のほうにもお

かけをしておりますので、ここ委員会それぞれの委員会、そして本会議、いろんな

ご質問とか、それらも反映させていく必要がありますから、具体的にはなるだけ早

いうちに作れというふうに指示はしてありますけれども、それとそれを受けた後、

今度は専門的な立場で、この新しいガイドラインに相当するものを、どこに出して

も市民の方にとって不足がないもの、そして平等性が保たれておることを法律的な

専門の立場からのほうもチェックが必要ですので、その辺もいりますから、もうし

ばらくお待ちを願いたいと思います。今、全力でそのことをやらせておるというこ

とをご理解頂きたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ガイドラインの見直しにつきましては、

議決事項には当たりません。しかしながら、かねてよりいろいろな議員さんから意

見が出ております。執行部におかれても、この度は全面的に一応見直してみようと

いうことでございますので、これは議長にお願いをしなくてはいけないと思うんで

すが、十分な機会を設けて頂いて、いろいろ今回に至るまでいろんな事案がござい

ましたので、そういったものをスムーズに処理ができるような良いものになるよう

にお願いをしておきたいと思いますし、議長には言いましたように機会を設けて検

討させて頂くと、議会についてもですね、お願いをしておきたいというふうに思い

ます。はい、議長。 

○議長（秋山哲朗君） 過去三度のガイドラインの見直しをやっておりまして、なか

なかうまくいってない部分がありますので、当然より良いものを作って頂きたいと

いうふうに思っておりますので、是非機会があれば議会等も検討して参りたいと思

っております。よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（安冨法明君） その上で何かありますか。（発言する者あり）いいですよ

議案に対する意見はどうぞ。意見までいってないですが、質疑ですね。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 今回の改正で指定管理が柔軟に対応して期日を設けてないと

いうことなんですが、指定管理でこの前からちょっと問題になった件で、１２月じ

ゃなくて家族旅行村と秋吉台リフレッシュパークの件で、これは外部監査で指摘が

あったと、外部監査で指摘があって、このようになったと。その指摘の中で一緒に
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しなければならないということじゃなくてしたら、どうだろうかという感じじゃっ

たと思うんですよね。でした。 

それで９月に一緒にしてもどうかという議案が上程されて可決された訳なんです

けど。それを受けて公募かけられたんですが、公募かけられたのが１０月だったよ

うな気がするんですけど、１０、１１、１２とわずか２ヶ月ぐらいで、その期間と

いうのは余りにも短いのではないかと思うんです。その指定管理についてこの度ガ

イドラインの見直しをしたいと言われましたが、そういった件は入ってないように

思うんです。 

市のために本当に過疎になってはいけない、市のために頑張ろうと思っておられ

る方が立ち上がられて、別にその結果的にはその何て言うんですか、だからその指

定期間にするよといった公募かけられた時から、審査会に出すまでの受付をするま

での期間が余りにも短すぎるのではないかと思います。今回はリフレッシュパーク

については、１年間の猶予が延びたんですけど。それは今回だけだと思うんです

ね。この指定管理の中に謳われているわけではないと思いますが、こういったこと

が起こらないようにするには、その事前の期間というんですか、それをもうちょっ

と長くしないと、新しい団体とか市がこうした指定管理を出してるから頑張ってみ

ようかと思う方も多いと思います。特に若い方はこの美祢市何とかしたいと一生懸

命頑張っておられるので、そういった面で期間を延ばすというか、そういったこと

は謳われていませんが、期間というか。 

○委員長（安冨法明君） だいたい三好委員分かりました。公募期間を長くして下さ

いということですね。執行部のほうに答弁求めます。はい、篠田次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） 只今のご質問に対する回答でございますけど、標

準的な候補者選定スケジュールというのは、今もガイドラインで示しております。

今後も当然定めます。 

今回の反省は、基本的にはこの現行のガイドラインでは６月に条例改正というこ

とでありましたけど、今回９月にそれがずれ込んだことから、公募の期間はやっぱ

り一定の期間設けておりますが、締め切りから審査会までのスケジュールがタイト

であったということも反省するところでございます。 

従って、今後のスケジュールについてはきちんとその辺を当然明記しながら、ま

たこちらのほうもスケジュールを管理をしていきたいというふうに考えておりま
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す。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。ほかにございますか。よろしいですか。

（発言する者あり）重要な件でございます。１２時を回っておりますので、ここで

休憩をしたいというふうに思います。午後の審査は１時１５分からにしたいという

ふうに思います。よろしくお願いをいたします。 

午後０時０５分休憩 

   

午後１時１４分再開 

○委員長（安冨法明君） それでは、休憩前に続き会議を開きます。午前中に議案第

２４号についての質疑を受けて参りました。引き続き質疑がございますか。はい、

竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） えっとですね、この議案について、これは総務企業委員会だ

けじゃあなくて、初日の建設観光、それから、きのうあったと思いますが教育民

生。三つの常任委員会に関係をしている改正案と思います。そして、きのう夕べ８

時半から建設観光委員会の中身が放映されました。それを見させていただきまし

て、ちょっと委員会のあり方って言いますか、議論の仕方、びっくりしたわけです

ね。 

まずね、基本的なことをお聞きしたいんですが、特に今、指定管理者制度をより

良いものにしていこうと。まあそういうことで、民間ノウハウを使うて行政コスト

を下げながら、そうはいっても行政サービスも上げていかんにゃあいけんと。 

こういう制度の中で、この条例改正をするという時に建設観光委員会では、もう

一つの議案の家族旅行村の１年間延長の契約の問題について、二つが途中から一括

審議をされてました。そして聞いてましたら、リフレッシュパークの応募から、公

募して、応募があって、選定審査会があってという時系列で説明しろと。こういう

話で一体何の議論をしているのかなあと思いながら、ずっと聞いてますと、そうし

たものがあるから何か変な力が動いたから、こういう条例改正をするようになった

んじゃないかと。それこそ、奥歯に何か挟まったような言い方の中で、さらに出た

のは、選定委員会に受け付けてから、書類を受け付けてから、選定委員会にこうな

ったと。そうすると、もうどうせ公開が原則ですから、河村委員は、執行部に指導

しろ。なぜもっと指導しなかったか、教えなかったか。こればっかしなんですね。 
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ちょっと議長にもお尋ねしたいんですが、憲法の第１５条、公務員は、全ての公

務員は、ですから全ての公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと

いう原則があるんです。それを受けてもう一つは、地方公務員法の中には同じよう

なことが書かれてるんですね。全ての職員は全体の奉仕者として公共の利益のため

勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならな

い。 

まず、ああした時には、二つの業者が手を挙げられたということなんですが、な

ぜ片方にだけ、そうした指導しろ。まあ助言をしろ。私は、河村委員さん、何を言

おうとしてるんか。公務員さんに法を破てと。法を破ちますと地方公務員、公務員

の皆さん方は、罷免されても仕方がないんですよね。これも憲法で決まっているで

しょう。それをやれやれといっている議論が、かなり長い時間やられたんです。私

は聞いとって、情けない美祢の議会やなあと。公務員の法を破れと。こういう言い

方をしているわけですからね。 

それを本当は委員長さんにもよくお聞きしようと思ったんですが、最終的に見て

みますと何の討論もない。委員長さんも戸惑っておられたですよね。何の反対意見

もないまんまに採決して、否決をされておると。こんな委員会運営が果たしていい

んじゃろうかと。よく河村委員さん美東じゃあ世話ない。こういうやり方とか、例

を挙げながらやりよっちゃったけど。今は美東の議会じゃあないんですよ。美祢市

の議会なんです。 

基本的な委員会のあり方について、ちょっと私、あのきょうは委員長さんでも来

ていただいて、説明を受けたいなと思ったんですが、議長が同席されてましたから

ね。ちょっと議長にお聞きしたいんですよ。ああいう委員会が、あの運営がいいな

ら、私たちも黙ったまんま反対するとかね。やはり議員ですから、賛成をするんな

らなぜ賛成をするのか。反対するならなぜ反対するのか。その辺をきちっと議論し

た上でやるべきだと私はこう思うんですね。ましてや法を破てというような発言

を、ずっと長時間やっておられるわけですよ。これに対してちょっと、議長の見解

をちょっとお聞きしたいなあと思います。それから議論に入りたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） はい、ちょっと待ってください。今、竹岡委員のほうから

議長に対する意見を求められました。本来質疑でありますので、本来なら執行部に

対する質疑となるべきものだろうというふうには思いますが、この議案は所管事項
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に分かれて審査をしておりますし、既に建設観光委員会が委員会で否決をしており

ます。 

そういうことから本案に対しては、非常に慎重にって言いますか、十分な議論を

していただきたい。のちに出て来ます意見、討論につきましても反対等がございま

したら、十分していただきたいというふうに私は考えております。従いまして、

今、竹岡委員が言われたことに対して、議長がもし発言がございましたらしていた

だきたいというふうに思います。秋山議長。 

○議長（秋山哲朗君） そうですね、合併して早いもので４年、最後の年を迎えてお

りますけども、ご覧のとおり先程からこの総務企業委員会は、安冨常任委員長がこ

の委員会を仕切っておられるっていうのが、この議会のルールであります。 

そして先程、一部の議員さんが偏った発言をされたということでありますけど

も、基本的には、議員は公僕たれというのが基本であろうかというふうに思ってお

りますし、どちらに肩を持つということは、私はあってはならんことだというふう

に思っております。そしてこの４年間私自身もそのような采配をしてきたつもりで

あります。 

また、委員会運営、これは美祢市議会の会議規則というのがございまして、審査

にあたっては、審査の順序というのがございます。それぞれ新市になりまして、旧

美東町、秋芳町のがあったかもわかりません。旧美祢市のもありました。これを改

めまして、新美祢市として美祢市議会の会議規則というのを作って、それぞれ、そ

の当時は２６名ですから２６名の議員さんに配付しておりまして、当然この４年

間、それに基づいて議会運営なり、その本会議の運営をしてきたつもりであります

し、その中の審査の順序というのが第９０条というところに書いてございますけど

も、委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑のあと、もし修正

案の説明及びこれに対する質疑があれば質疑ということでありますけども、そのの

ちに討論、表決の順序によって行うことを例とするというふうな会議規則がござい

ます。 

それに基づいて、本日の安冨委員長、総務企業委員会もまずは、議案の２４号、

これは今、美祢市の公の施設の指定管理の指定手続等に関する条例等の一部改正に

ついてということを審査しておるわけですけども、これにつきまして、執行部から

当初所管事項についての説明を求めますということで、執行部からの説明がござい
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ます。そのあと説明が終わりますると、本案に対する質疑はございませんかという

ことで、それぞれ委員さんが、それについて質疑をするわけです。 

質疑の終了後に、本案に対する先程言いましたように、討論にあたろうかと思い

ますけども、ご意見はございませんかというようなことがございまして、反対のご

意見があれば反対のご意見、賛成のご意見があれば、そういう反対意見の順に従っ

て賛成の意見を言うといことで、これに基づいて委員長が判断をしながら、最後の

採決するわけでございます。 

確かに先程言いましたように、この月曜日行われました建設観光委員会は、本案

に対するご意見はございませんかというところでご意見はなかったわけでありま

す。当然委員長とすれば、ご意見がないもので反対も賛成もないもので、全会一致

というふうなことの中で、全会一致ということを言われました途端に、私は反対と

いうようなことがございまして、なかなか議会のルールに沿った委員会運営がなさ

れていないような気がしてはおりました。 

その中で最終的には否決というふうな、竹岡議員さんも言われたような、あって

はならないような委員会運営がなされたということ。やはり、議員それぞれのこう

いったルールがわからない中で、もう１０年もやっておられる議員さんですから、

当然委員長とすれば、委員長のほうが１年生議員ですから、わからなかったと言え

ば、まだまだかわいいところがあるんですけども、委員長のほうがちょっと違うん

じゃあないですかということを言われましたけども、反対ということを言われて、

否決をされたという委員会がこの月曜日にあったということであります。私も隣に

議員さんおられましたもんで、反対ですかと言うと、俺は反対だと。ならば当然は

反対のご意見をそこで言うべきであったところを、反対のご意見もなしで採決をさ

れたということでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） おそらく今の全ての公務員が全体の奉仕者であるということ

についてのことについては、議長はお答えがなかったんですが、委員会のあり方に

ついては、まさに議長が言われたとおりなんですね。 

私もきのう見させていただきまして、反対の意見と賛成意見でお互いが討論しあ

う。これが議会の中の議論であって、わからんことを執行部に質問するのは、これ

は当たり前のことで、それはいいんですよ。その質問を受けてお互いが理解した上
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で討論をすると。いや反対じゃあ、いや賛成じゃあとかね。こういうところに問題

があるんじゃあないかとか。そういう討論をすべきなんです。 

その上で採決しなければいけないのに、若干、私見ちょったら、隣に議長がちょ

っと言われたことも、マイクを通してないから、所作ではわかりました。そした

ら、小さい声でええじゃないかって言うて討論を止めてるんです、本人が。これで

採決に入っていいかなと思いよったら、採決して３対２ということで賛成が２人し

かない。反対の人は手を挙げなかったから否決されたと。その結果について私は

云々言っているわけじゃあないです。否決されたのはいけんとか、可決してないか

らいけないとか言っているわけじゃあないんです。その委員会の運営の仕方に大き

な疑問が残ったという率直な考え方を申し上げました。 

これ、市長にちょっとお答えいただきたいんです。終始一貫、執行部が黙ってお

られたんです。公務員の皆さん方が等しくみんなに公平でなければいけないという

この原則に対して、特に一定の例えば、競争入札が２社あったとして、１社のほう

に低入札があったから、いやここがあれやからって、アドバイスを徹底的にやると

いうことが果たして、河村議員さんが言ったように、指導しろ、指導しろ、何でし

なかったんかと随分叱責をされたんです。それに対して執行部は何の反論もされて

ないんですよ。 

このことについて、公務員の皆さんが等しく公平に物事をやっていかなくちゃあ

いけないというこの理念に対して、なぜお答えなかったのか、ちょっとお聞きした

いと思うんですね。 

○委員長（安冨法明君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） いみじくも、市議会議員をしておられる方々ですよ。そのぐ

らいのことは、当然おわかりだろうと私は思っておりますし、私のこの市役所の職

員も思っております。ですから、私どものほうから今さら申し上げることではない

です。議会が、議員の方々が、その程度のことは私は最低限の認識だろうと思いま

す。それをもってこの議会が開催をされておって、委員会もあるというふうに思っ

ておりますから、黙って見ておりました。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） ちょっと、やや本題からずれたかもしれませんが、そうなる

と議員の資質の問題ですから、これ以上議論したって仕方がないと思います。 
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したがって、また後ほど私のほうからも意見を申し上げたいと思います。せっか

く指定管理者制度をそのより良いものにしていこうとするならば、市長は確か箱物

の施設と収益事業をやる施設との収益事業の場合は、施設管理と収益、いわゆる経

営というものが一つ入ってきますね。これと二つのことで、一つのガイドラインじ

ゃあ難しいんだと。だから二つとおっしゃったんですが、私はもう一つあると思う

んですね。非常に感じたのは、山口ケーブルビジョンの話をされたと思いますが、

山口ケーブルビジョンも指定管理者なんです。これは、また他の法律や何やかんや

で、非常にまた複雑で特殊なもんであろうというふうに私は思います。したがって

ガイドラインも３通りいるのかどうかわかりません。ですから、そういうひとつの

区分をしていく必要があるんじゃあないかというふうに思いますが、いかがなんで

しょうかね。 

○委員長（安冨法明君） 村田市長。 

○市長（村田弘司君） 基本的に指定管理に出すものにつきましては、公の施設でご

ざいます。ですから、公の施設ということは、住民の福祉なり、住民のためになる

ようにやるということが。ただしながら、そうは言いながら、公の施設の中には、

先程おっしゃったように、この箱物、貸館用務ですね、屋敷を貸すとか、部屋を貸

すとかという施設もありますし、それから先程から議論になっております秋吉台家

族旅行村のような大変たくさんの方を市内外からお迎えをして、市のイメージを上

げていくという大きな役割。そしてそれをもって、市の観光を引き上げる。そして

市内を振興に導くという大きな役割をもっておるものが、収益的なものがある。一

方では、おっしゃいましたけど、ＭＹＴ、これは、ある一定の高いモラルをもって

平等な公正な立場で、報道をなしていくというものもあります。公の施設を一概に

言いながら、あらゆるものを含んでおって、それぞれ異質のものがあるということ

ですね。ですから、その辺を例として箱物と収益的なものというふうに申し上げて

きましたけれども、その辺も十二分に考慮いたして、新しい今で言うガイドライン

の根本からやりかえたものを、皆様にご提示を申し上げたいというふうに考えてお

ります。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、原田副委員長。 

○副委員長（原田 茂君） 市長さんに一つお聞きしたいんですが、今回のリフレッ

シュパーク施設の指定管理のことで、今回このようなことになったわけであります
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が、これは、お聞きしてよろしいものかどうかわかりませんが、私も一度審査会の

メンバーになりました。それで、委員長よろしいですかいね。それで私が気づいた

ことがありますので、これからの見直しとかガイドラインも見直されることです

し、参考にされればと思って申し上げますが、第一点にメンバーの件。それから、

その内容がいろいろその当時、その都度かなり出るんですが、それをみな全部理解

して、最後採点するんですよ。それが採点がなかなか、時間がある程度あるんです

が、それ全部理解して、執行部の方も何人かおられます。ですけど、他の者は、ち

ょっとそれを全部理解して、それを点を付けて、それが最終的に点の多い方が、団

体が有利になると聞いております。また、それが指定管理に認定されるわけではご

ざいませんけどね。 

ですけど、私が思ったのは、ちょっともう少し内容を安易にされて、安易と言い

ますか、点が付けやすいような内容に少し、せっかくガイドラインも見直されます

から、ただ、今の現状でぱっといろんな資料が会社の内容、何とかかんとか出るわ

けですがね、その短時間でそれを理解して採点するということは、私は至難の業と

思います。それは、他の委員さんはそういうことは思われないかもしれませんけ

ど、私は、その当時思いましたので、これからいろいろ見直されるとことですか

ら、今後このようなことがないように、こういうことも見直されたらどうかと思い

ますが、その点、どうでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 村田市長。 

○市長（村田弘司君） 今、原田副委員長は、非常に建設的な前向きなご質問という

立場でご意見を言っていただきましたけれども、私も今回のケースを振り返ってみ

て、現行のガイドラインで事前審査の部分が非常に希薄であったと、薄かったとい

うことで、その事前審査をきっちりする形での新ガイドラインを作りたいというふ

うに思っています。 

それを新しいガイドラインは、先程から申し上げておるように、どなたが見られ

ても全く不平等性がない。ある意味逆を言えば、平等性で固められた、そういうも

ので作りたいというふうに思っておりますので、それを踏まえて事前審査をきっち

りやらしていただくと。そしてその結果、出てきたいろんな書類がございますね、

それを審査会におかけをしたい。ということは逆を言えば、そのまんま、その各公

募に応じていただいた団体から会社から出たものが、そのまんま審査会の委員の
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方々にお見せする部分もあるけれども、それをガイドライン、新しいガイドライン

に基づいて整理をさせていただいたものを、ちゃんと明示をさせていただいて、そ

して審査をしやすくしてもらおうという形をとりたいと思います。 

それともう一点は、審査会の中にあらゆるいろんな大きなボリュームのあるもの

が出てまいります。特に収益的な事業を伴っておるものについてはですね、今回の

ような。それについては、それをきちっと見れる専門家の方も、この新しい選定委

員会のほうに入っていただこうというふうに考えておりますんで、あらゆる面から

考えて不平等性がないような形でやりたいと。そしてわかりやすい審査をしていた

だくような形にしたいというふうに思っております。どうもありがとうございまし

た。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） あのねえ、第１５条、市長による管理。ここに関わっている

ことについて質問をしますが、ここに明記されていることは、基本的に間違ってい

ると執行部は思っている方がいますか。執行部、誰が提案したんかいね、ここ。こ

この説明誰がしたん。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員、要するにこれが正しいかどうかっていう、要す

るに間違うちょると思わんかっていうのが、一応質疑じゃから。 

○委員（南口彰夫君） そうそう第１５条。 

○委員長（安冨法明君） じゃあそれでちょっとおいて下さい。執行部からの答弁を

求めます。基本的には提案をされているわけですから正しいということ。間違うた

と思って提案する者はおらんでしょうからね。自信を持ってお答えになったらと思

いますが。はい、篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） ただ今のご質問ですけど、間違えているという認

識はございません。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） それなら質問します。第１５条で業務の取り消し、若しくは

一部の停止等について書かれちょる条項なそいね。ただし、この業務を行うことの

停止や取り消しを、天災その他の事由により管理の業務が全部若しくは一部を行う

ことが困難となった場合において、必要と認められるときは除外をしてと。 

ただ、ここで停止や取り消しを命じるための根拠は、何らかのさっきの竹岡委員
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の発言なんですが、それこそ行政の指導、監督責任、こうしたことについては、本

来どうあるべきなんかと、関わり合いも含めて。この辺が非常に曖昧で不十分に感

じられるんですいね。その辺のところの説明がなかったような気がするので、今の

ままだけならば、その行政がこういうやり方はようないとか、こういうことは認め

られんとかいうことで、急遽一時的に業務を停止したり、一時的に取り消すという

ことが安易に行われることもあり得るんじゃあないかという心配が起きるんじゃな

いかと。 

そうした点からいくならば、どうした事態が想定されて、どうした事態が確認さ

れた場合は、一時停止をするとか。少なくともそれを何らかの形で示しておくこと

が必要なんじゃあないかと。ここだけを取って見れば、中には村田市長が嫌いで嫌

いでたまらんという人がおれば、ここの条項をもっていつ潰されるじゃろうかとい

うて不安におののく人も出かねないから、この際もう少しはっきりしちょったんが

いいんではないかと思います。 

○委員長（安冨法明君） はい、篠田次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） ただ今のご質問でございます。同条例、つまり美

祢市の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例。これの第１０条、つまり

指定取り消し等、それに明記されておりますので、この条文に適用されれば、適用

されて指定取り消しに該当すれば、当然として指定取り消しという取り扱いになろ

うかと思います。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） あの、私、基本的に何でもかんでも反対することに長年やっ

てきたので、出来る限り賛成したくないんですいね。そのために今、反対する一生

懸命理由を質問の中で探しておかなければ、先程議長が述べられたように、議会運

営規則というのがありまして、質問をする、その次に討論する、それから意見を述

べる。だから最後に反対意見を述べようと思えば、質問の中に執行部の提案との関

係で意見の相違とか、執行部の説明不十分とかいう何らかのちょんぼを探しておか

なければ、あとあと反対するということが出来なくなって、最後のところで反対っ

て言やあ、先程また、つじつまが合わないようなことになってはいけないので、今

一生懸命その反対する理由を探しているんですが、何かあったら教えていただきた

いと思うんですが、ありませんか。 
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○委員長（安冨法明君） はい、篠田次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） ただ今のご質問でございますが、ございません。

（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） ほかに質疑はございますか。よろしいですか。ちょっと委

員長がお聞きするのはどうかと思うんですが、かねてそのガイドラインなり、指定

管理者制度についての問題点は、私も申し上げてきました。経緯からすると、この

公の施設の指定管理者制度については、規制緩和の範囲、小泉総理であるとか竹中

さんあたりの考え方を汲んだものだろうというふうに今思っています。 

結果的に契約行為とかを何て言いますか、緩和をする。行政処分でやる。ただそ

れを受けて、地方自治体が、これを運用する時に、非常に大きな事業費が動くよう

な施設を、これに当てはめたときに大きな問題が起こってきていると。まだこれか

らも起こりますよということを、かねがね申し上げてきました。 

今、二つに分けて、一つは軽微なって言いますか、簡易なものについて。これ

は、おそらくこの制度で十分、あまり強化をするよりは、その制度の意義が発揮で

きると思う。もう一つそうじゃない場合。大きな事業費が伴い、大きな指定管理料

が動き、まかり間違えば、その受けたほうも、受託者のほうも大きな損害を受け

る。あるいは、出したほう、行政側も大きな損失を受ける場合が想定できる場合。

おそらく従前の、何て言いますか、契約行為、入札であるとか。こういったものの

考え方に限りなく近い考え方、あるいは、手続きをとったほうがうまくいくんじゃ

あないかと。双方にもちろん受託者側も発注者側も応分の責任を負いながら、円滑

に進むような気が私はしています。 

その時に、じゃあその行為が地方自治体のそういうふうな行為が、法律を犯すよ

うなあまりそういうふうな契約とか、入札とかに近づいた場合に、自治法を犯すよ

うな場合が想定されるんだろうか、どうかという。その辺まである程度考えていか

ないと、なかなかこの大きな金額を、事業費が動く施設の指定管理者制度っていう

のは、どうもうまくいかないような。双方がいいように、行政側もそれなりの、そ

の利益が出て、その請け負われた受託者側もそれなりに、やはり地域の活性化も含

めて利益が伴い、その従業員とか、地域の雇用にも反映できるような制度になかな

かなり得ないんじゃないかと思うんですが、どういうふうに考えておられるんでじ

ょうか。 
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あるいはその辺を、このガイドラインの見直しの中で、おそらくそういうとこ

ろ、これずっと近づいていかないと、なかなか解決ができないような気がしておる

んですが、どういうふうに考えておられるのか。ちょっと異例ですが。村田市長。 

○市長（村田弘司君） 今、安冨委員長が言われたことは、本質的なご懸念という

か、そういうことだろうと思います。 

今、小泉元首相の改革ですよね、日本全体のあり方を変えようという大きな流れ

もありました。その中で出て来たのが、かつては市が委託事業として、委託業務と

して出しておったもの。例えば、この公民館なら公民館を委託でどなたかにやって

くださいよという形になります。これはあくまで行政がやるべきことを、どなたか

にただ代行してもらって管理をしてもらうという考え方です。それが結局、受けら

れるほうの責任の重さがほぼないと。全て委託を出したほうが責任を負う。ですか

らこの場合では、行政が出せば市が負う。県が負う。国が負う。そして委託を受け

たほうの方々は、命令されたことだけをするということであったわけです。 

ところが、それで行くと、その受けられたほうの自立性がなくなるし、その自ら

が努力をして、業務を改善するいうことも起こってこない。それはひいて言えば、

国民、市民の方々に対するサービス度が落ちてくる。そして行政的な無駄が多くな

るということをもって、この指定管理者制度ができたということ。 

そして、指定管理者制度、かつての委託業務、何が違うかと言うと受けられた、

推定管理を受けられた方のほうに、大きな責任の度合いができたということです

ね。先程、竹岡委員のほうから建設観光委員会のことも申された。幾度も幾度も、

行政のほうにある委員が委託じゃからえかろうが。委託じゃからえかろうがという

言葉を使われました。私は根本的に勘違いしておわれるなと思いましたけれども、

実はその受けたほうに大きな責任が生じるんで、それをもってそのことの認識もな

しにやられて倒れた場合、受けられたほうの方々が、もう二度と立ち上がれなくな

るということを、私は危惧をしたから今回のことに踏み切ったということのご理解

をいただいてないなというふうに思ったんです。 

せっかく市民の方々が、美祢市の将来のために何かを成そうとされて、団体を作

られてやろうとされる場合、この指定管理を受けられる場合、今申し上げたように

指定管理を受けた方々っていうのは、かつての受託じゃあなしに、大きな責任を生

じるということを認識が持たれて上で、それを作られて受託をされるということが
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必要ということです。 

ですから、そのことが認識なしにやられてしまいますと、受けられたほうにも、

出した市のほうにも、そして、一番迷惑を被るのは市民であるということ。こうい

うことが起こってはいけないということをもって、先日来、縷々私のほうから説明

を申し上げている。 

そういうことが今回をきっかけによく認識できたんで、そういうことが起こらな

いように、公募に応じてくださる方々も、そのことをしっかり認識した上で公募に

応じてほしいということを認識していただくという意味もあって、新ガイドライン

を作ろうということもあります。 

行政側が自らを糺して、きちっとやるということもありますし、公募に応じられ

る方々もそのことを認識してもらうという意味もあって、そのガイドラインを改訂

しようということを申し上げてきたけども、なかなかそのことがご理解されてない

とは思いませんけれども、わかろうとされない方もいらっしゃるということも事実

です。 

先程ですね、発注工事のことを申されましたね。工事、例えば、この橋を造って

くれとか、道路を造ってということを、市と業者が入札によって、全く問題なく施

工できる業者に対して発注しますから。そして入札によってそれが完成できる力が

あって、なおかつ安いコストでやっていただけるところに発注をしていきます。そ

れは成果物が出ます。例えば工期が決まっていますんで、半年後に出来ます、１年

後に出来ます、繰り越しなら２年間で橋が出来ます。道路が出来ますよと、発注で

その瞬間に完了するわけです。 

ところがこの指定管理業務は、例えば指定期間が３年とか５年とかありますけ

ど、これが常に継続していきます。ですから、根本的にある程度違うということが

起こっています。そしてそこで働かれる方々、その団体が受けられますよね。そう

すると、そこの団体で受けていただくと、そこで働いておられる方々は、そこで給

料を得られながら、そして自らを磨かれて人を育てていって、そして生活も家庭も

支えておられるということもあります。そういうことも認識をしつつ、この指定管

理制度はあるということです。 

ですから、単純にあそこが頑張ろうとしちょるから、そこに預けりゃあ、はあ市

とすりゃあええじゃないかと。あんたのところの指導が悪いんじゃないかだけで済
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む話じゃあないです。そのことをお聞きになったから、私は、今、お答えをしてお

りますけれども、そういうことも含めて議会議員の方々も根本的なことを今、せっ

かく安冨議員がこういうことを私にしゃべらせようと思って質問されたんでしょう

けれど、ご認識をいただきたいということです。 

我々市の職員は、そのことをきっちりに認識した上で、それから議会、それから

行政、そして市民の方々がお互いに同じ認識に持った上で、この指定管理者として

の制度を美祢市のためになるように、運営していきたい。そして発展してさせてい

きたいというのが私の願いです。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） かなり時間も経ちましたが、今後、指定管理者、公の施設を

指定管理者制度にのせる場合のことについて、今までずっと私が箱物と収益事業を

やるのと分けたほうがいいですよと、３年ぐらい言い続けてきたわけですが、よう

やく理解をいただいたと思うんですね。 

さらにもう一つ、私が主張しているのは、自主事業の取り組みなんですよね。こ

れが各課によってどうもその見解が一致してないような気がいたします。例えて言

うならば、ゆうすげ苑のことを申し上げますと、ペットの焼却炉も実は完備できて

おります。そうしますとペットだけを焼却するんじゃあなくて、きのうもある家に

行きました。そしたら犬が、よたよたよたよた歩いて近寄って、それこそ鳴きもし

ない。何か目もうつろなんで聞いたら、目も見えん、耳も聞こえんって言うてんや

けども、それでも感じでこう出て来るんですね。まさに聞いたら家族なんですよ。 

そうしたペットを単なる焼却をするんじゃあなくって、これは宇部から長門のほ

うに行ってセットで永代供養をしたり、法事までしてやっておられるんです。それ

ぐらいお年寄りの方からしても家族の一員と一緒なんです。それをゆうすげ苑でも

十分セット料金で永代供養も含めて、それをやると営業もいるでしょうし、人がい

るわけですね。当然、人は雇用してもらいたい。その上にペットをそうしたセット

販売することによって焼却炉の使用料は、入ってくると。そうすると両方が収益が

上がってくると。 

こういう仕組みが、例えたの話ですが、自主事業として大きく意義があるんじゃ

ないかと。そうすれば、美祢の人が長門に行ったり、宇部へ行ったりして利用しな

くても済むし、そうした事業がもし美祢市でかなえてもらうんならば、利用者も増
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えるだろう。それから市も施設をそうしたものに利用率が高まってくると。 

これが、例えの話をしたんですが、指定管理の中での自主事業だと私は思ってる

わけですね。これに対しての取り組み、いわゆる緩和をどこまでするのかというこ

とが一点と。 

それから審査委員会のメンバーについては、原田議員さんが言われたとおりで、

財政の専門家。これも視察に行きましたら税理士さんなんかが見て、既存の企業が

参加するときは、どうしてもガイドラインにも書いてあったと思います。貸借対照

表、損益計算書ということは複式簿記でやっとかんにゃあいけんということなんで

すね。それが十分見て理解が出来る人達が審査の中に加わっていく必要があるだろ

うと。 

何が申し上げたいかと言うとその他の団体という定義がないために、仲良し団体

では、そうした必要性がないんです。税の滞納があるかないかっていうことも必要

ない。貸借対照表も損益計算書も提示しなくていい。ましてや大きな差が起きてく

るのは消費税なんです。既存企業が１億２，０００万の管理をやりますと、人件比

率が仮に半分としましても、仕入れ控除が６，０００万。そうすると６，０００万

に対して５％ですから、単純計算しても３００万ぐらいの消費税がいるんです。５

年間で１，５００万違うんです。 

そしたら、白紙の状態の新しい団体、仲良し団体のほうが有利なんです。そして

２年後にそれが法人化することによって、さらにまた新しい仕組みじゃから、今の

やり方からしたら、既存企業にはプラス面もあるが、欠点もあると。しかし、新た

な仲良しクラブからスタートして法人化していくという手法と使えば、３、４年消

費税もいらない。そして、納税の関係もいらない。貸借対照表もいらない。 

こういう制度をやはり私は、改めてどういうふうにしていくかということが大事

だろうと思うんですが、その２点についてちょっとお考えがあればお示しをいただ

きたいと。 

○委員長（安冨法明君） はい、篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） ただ今のご質問ですけど、一点目の自主事業の関

与のあり方っていうか、どこまで関与するかという点でございます。 

これにつきましては、公募の際に、公募の際のあとに説明会を開催すると思いま

す。ですからその辺で原課のほうも自主事業については、積極的な提案もしてほし
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いという提案も必要でしょうし、また受ける側、事業所のほうも積極的な自主事業

を提案していただきたいと。つまり自主事業の関与については、これについても認

識が各課によって現在、まちまちでありますので、共通認識を持つような何らかの

仕組みを今後、構築していきたいというふうに考えております。 

  二点目は、消費税、公課費とかの取り扱いということでよろしいでしょうか。

（発言する者あり）これについては、それぞれ、指定管理料を原課のほうで算定し

ていきます。その時に議員言われるように、消費税がかかる団体とかからない団体

では、ここらで大きく管理料の、それぞれの団体が試算する管理料の算定額が異な

ってくるっていうのは、事実であろうかと思います。 

これについては、しばらく、取り扱いっていうか、どういうふうに仕組みをとっ

ていくかっていうのも、併せて検討させていただければと思います。以上でござい

ます。 

○委員長（安冨法明君） はい、ほかに。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 審査会は、審査会の決定は、公募された方に通達があると思

いますが、その通達は、何日後にあったのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 議案に沿った質疑をして頂くように。 

○委員（三好睦子君） そしたら、この度の条例改正は、３５号の審査の時の指定管

理のガイドラインに不備があったということだと思うんですが、その見直しの案が

提案されたと思います。この見直しの案が指定期間の削除になっていますが、これ

で、先程言われた公募とかありますが、指定管理の期間の削除でそうした面、この

前の、そうした秋吉台家族旅行村と秋吉台リフレッシュパークの指定管理でも公募

から、公募の締め切りまでに、だぶりますけど、期間が短くて起きたことだと思う

んですけど、この点の改善が明記されていないように思うんですが、この指定管理

の解除だけで、それが解決されるとは思いませんが、どうなのでしょうか。（発言

する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 質疑の内容まで、委員長が関知することではありません。

わかるような質疑をしてください。（発言する者あり） 

○委員（三好睦子君） 一番の根本は、先程も言ってだぶるんですけど、公募されて

受付までの期間が短かったということだと思います。そういったのが、今回にあが

っていないのじゃあないでしょうか。（発言する者あり） 
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○委員長（安冨法明君） はい、わかりました。じゃあ公募期間が短い。もう一度執

行部に答弁してもらいましょう。はい、篠田次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） ただ今のご質問ですが、公募等のこういった手続

き、いつから公募して、どのぐらい公募期間を設けてというのは、標準的な事務処

理期間っていうのをガイドラインで定めております。ですから、したがって標準的

な事務処理期間っていうのは、今回の条例の一部改正にはあげておりません。以上

でございます。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。（発言する者あり）はい、篠田次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） ただ今のご質問でございますけど、ガイドライン

をきちんと見直しながらお示ししたいというふうに考えております。以上でござい

ます。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） この期間は、どのくらい見込んでおられるのでしょうか。

（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） 今回は１年ということなんですが、これはずっとガイドライ

ンの中に入っては。（発言する者あり）わかりましたけど。 

○委員長（安冨法明君） ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） じゃあですね、本案に対するご意見はございますか。は

い、三好委員。 

○委員（三好睦子君） あの私は、この議案に指定管理の期間の削除っていうことが

載ってます。その削除すれば、本当に私思ったんですけど、指定管理が３年だと。

（発言する者あり）わかりますけど、それは先程も説明がありましたけど、新しい

団体が入りにくくなるのではありませんか。（発言する者あり）でも期間は、削除

って書いてあります。３年から５年って言われましたけど。 

○委員長（安冨法明君） 討論ですから、十分発言をしてください。わかりやすいよ

うに。 

○委員（三好睦子君） 私も初め３年の時、さあこれからっていう時に指定管理が変

わった時に、一生懸命頑張ったのにとかあると思いますけど、やはり期間が、指定
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期間が削除されたら、何て言うん。なかなか期間がないということで、何て言うん

ですかね。経営努力じゃあなくて、一生懸命やれる反面もありますけど、他の団体

が入りにくい、新しい団体が入りにくいっていうか、そういった面もあるのではな

いかと思います。 

やはり美祢を良くしていこうと、地元を盛り上げようといった、そういった若い

方たちが入れるような指定管理の中身をして、ガイドラインでしていただきたと。

見直しは、指定期間の削除ではないほうが良いと思いますので、反対意見です。 

○委員長（安冨法明君） 今、反対意見です。竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 今、期限がないからと。こうおっしゃるんですね。これ市長

が答弁されたんじゃろうと思うんですが、ただ僕は人材育成ってメモしかせんやっ

たからあれですが、例えば三好委員が言われるのは、この指定管理をどこそこに何

年間でお願いするっていうのは、議案として出てくると思うんですね。 

ですから、必ず議会が決めることが出来るようになってるんです、期間が。それ

をやね、５０年も１００年もって、言い方はちょっと茶化されたんじゃろうと思う

んですが、少なくとも全国的には１０年というのはあるんです。 

人を雇用しますと皆、日雇い労務者のような形で使い捨てするわけじゃあないん

です。人を育てながら企業っていうのは、当然、仕事を通して企業というのは、人

を育てていかなくちゃあいけない。それでないと、単なる使い捨てをやってるわけ

じゃあないんですね。 

そのためには、一定の期間が必要だろうということで、今、美祢市は、最長が５

年ですよね。みとう道の駅が最初です。５年というのは。今まで３年だったのが、

あそこが５年になったんですね。そうすると５年間の間に人を育てていただきた

い。どっかの事業所がよくぼやいてますが、新卒５人雇うたら、１年以内に４人辞

めたと。１人しか残らんと。こういう状態を続けながら企業というのは人を育てよ

るわけですよ。 

従って、１年、２年っていうような短期間ではそれはできないと。ましてや人を

育てるには投資がいるわけですから、投資をしても回収ができないと。こういこと

になります。したがって、私は、むしろ１０年ぐらいのサイクルでもいいんじゃあ

ないかという意見は持っているわけですが、そこは、物件によってそれぞれ選定委

員会でお決めになるのか、あるいは議会にかかってくるわけですから、十分協議す



－60－ 

る場があると私は思います。 

従ってこの期間を廃止することについては、賛成をしたいとこういうふうに思っ

てます。 

○委員長（安冨法明君） はい、南口委員。（発言する者あり）討論です。 

○委員（南口彰夫君） あの、三好議員の反対意見がちょっと良く理解が出来ないの

で、三好議員にもう一度説明をしてもらいたいと思います。 

簡潔に言うたら、前は指定管理の期間が３年とか５年とか定めちゃったけど、そ

れが削除されちょるから、いけんから、しかも、新規参入がしにくくなるから反対

ということなんかね。それが理屈が成り立つん。 

何でかって言うたら、執行部の提案からすれば、その削除することにおいて、そ

の逆に３年、５年って制限をしないと。それから、市長の肩を持つわけじゃあない

けど、執行部の提案は、あくまで、そこで人員的、財的なものを投資すると。投資

したものが短期間で３年で回収できない場合があると。その例えば、人材育成で新

卒の高校生に何かの資格を取らせるために２年間研修に行かせて、その資格を取ら

せたと。じゃあ、それに今から頑張ってもらおうと思うて、３年後には、その指定

管理者が変わるということになったら、投資したものが回収できないんじゃないか

というのが、ひとつの執行部の説明じゃったわけいね。 

そうすると、その指定管理を単純に３年とか５年とか制限するよりは、まして収

益事業、儲けを上げるためには、設備も含めて投資をして、何百万と投資をして、

それを回収しようと思えば５年、１０年かかるというような事業所については、５

年、１０年ということで延ばすということもあり得るという説明をしちょるわけい

ね。 

それは、じゃけど少なくとも私が聞いても、本当に納得できる内容じゃないかと

思うそいね。それから新規参入の話な全く別問題であって、新規参入は、する人で

あればあるほど、古い企業ならば、材料も人もたくさん抱えちょると。それが余っ

ちょるから、古い企業はこっち側の新しい施設を管理することに人も物も投入でき

ると。 

じゃけど、新しい新規参入をする人らは、逆に言やあ、人も道具も物も新しく購

入して、投資せんにゃあいけんわあねえ。それをたった３年間で制限された場合

は、少なくとも回収するということになれば、５年、１０年かかりますよというほ
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うが、私は新規参入をより幅を広げていくというならば、制限を解除してもらうほ

うのがしやすと私は思うけどね。あなたはどう思いますか、そのことについて。 

○委員長（安冨法明君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） そういうこともあるかもわかりませんが、新しい方が入れ

る、先程言いましたけど、施設や事業とか、事業体で内容が違うから、全てが３年

から５年っていうわけにはいきませんけど、今回の３５号と重なりますけど、この

中の議案が違うと言われますけど、これが関係していると思います。それで、新し

い事業体が入るということは、やはり、そういった先程の投資したことも回収しな

ければならないということもありますけど、やはり公募されて新しく団体が応募さ

れたわけですね。それで今回、ガイドラインに不備があったということで見直して

る中が、この指定管理の期間削除であるということに納得がいかないんです。 

○委員長（安冨法明君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 討論じゃけえ、討論じゃから、良く聞いてほしいのは、あな

たは新規参入の、新規参入がしにくくなるということに、こだわっちょるわけい

ね、今、大事なことは。そうするとここの期限を限定したほうが新規参入はしやす

いと。この期限を削除することによって新規参入が、やりにくくなるということを

主張されよるわけやろ。反対の理由に。この原案に反対の理由に。もう一回言う

て。 

○委員長（安冨法明君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 期間を長くすると固定化して経営努力に欠けることはないと

思いますけど、そういうこともあり得るのではないかと思うのです。 

やはり、そうしたことを考えた場合に、私は期間を、指定期間を限定して３年な

ら３年でもいいけど、その間に一生懸命頑張って、経営努力すればその成果や姿勢

を審査会で評価してもらえると思います。 

私も初め、この案について思ったんですが、指定管理を受けて、３年で切れる

と、それでまた、指定管理の公募をされて外されるということもないとも限りませ

ん。初めて指定管理を受けて、さあ今からやろうと思って頑張って取り組んだ時に

３年経って、その公募から外されたとなった時、がっかりすると思うんです。やは

り言われたように、いろんなあれもあるでしょう。投資したということもあると思

いますが、（発言する者あり）だから、指定期間を設けると、（発言する者あり）
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この指定期間が削除されてるということに反対です。 

○委員長（安冨法明君） 要するに三好委員、この条例改正案に例えば、指定期間が

３年なら３年と決めて、ここに書いてあればいいっちゅうこと。書きなさいっちゅ

うこと。（発言する者あり） 

もうひとつ、こう言われることがよくわからないんじゃけどね。（発言する者あ

り） 

基本的に三好委員、指定期間は、ガイドラインで見直しをかけながら、指定期間

も含めて、議会にそれぞれ提案があると思います。その時に、またそれぞれ各委員

さん、議員の立場でその発言なり、その選択の余地、採決の機会は出てきます。当

然出てきます。 

ここで書いてないから、さっき市長が言われましたように良く言われたと思うん

ですが、その法外が指定期間とか、あんまり短い、あれがそうそう出てくるもので

はありませんって市長が答えておられます。それでも反対と言われるんでれば、だ

いぶん時間も過ぎましたんで、反対でもよろしいかと思うんですが。（発言する者

あり）はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） １年にしろとは言っていません。今まで３年から５年だった

ので、事業とか施設や事業とか、事業内容、事業体とか事業内容で違うと思います

けど、そういった場合、そういった面は、この中になくて指定期間の削除っていう

ことに。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） ちょっと、ちょっと南口委員。ちょっと発言の機会を与え

てないから、あれなんじゃけど。短けりゃあええかと思ったけどね。長けりゃあち

ゃんと言って下さい。（発言する者あり）南口委員。（発言する者あり） 

基本的には、討論を受けておりますので、賛成反対の立場でご自由にその発言を

されて、発言をしていただきたいんですが、要点って言いますか、主旨が伝わらな

いものを長くあまり時間をかけても、委員長としても困るわけですが、打ち切って

よろしいですか。はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） 私もこの期間が削除されたということについては、疑問を持

ちましたので、きょうの説明をもって納得いたしました。というのは、ガイドライ

ンや要項で期間というものは指定していきますという説明がありましたので納得を

いたしました。 
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また、他市の条例も調査をさせていただきましたが、他市も私の調べた範囲内で

は、期間はありませんということでしたので、私は、この議案に賛成をいたしま

す。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 今、それぞれ、賛成、反対の意見が出ておりますが、さら

にございますでしょうか。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 残念。私が言おうとした答えを布施副議長に言われてしもう

た。ただし、少なくとも布施副議長に言われたので、ただ、三好議員は、そこに気

がつかんにゃあいけんのいね。 

市長が説明をしたのに、だから、より新規参入はしやくすなる。それで古い業者

もその俗に言う負担を負わんで済む。双方のことを考えながらやると、中途半端に

期間を限定をすると、両方デメリットが大きくなると。そのことでよく精査した上

で、細かいところはガイドラインと。それから県下の、県もそうなんですが、だん

だんだんだん期間を制限しないようになってる。実情に応じて短いところは１年か

ら３年も５年も、長ければ１０年もあると。柔軟に対応していくということが、こ

こが一番大事なん。柔軟に対応していくことが新規参入をする若い人たちを育てる

もっとも大事な要件なんだと。これを執行部が説明をしよったわけ。 

ですから、私も最初は疑問に思ったんですが、副議長のお言葉になぞえて説明を

よくしていただいたので、賛成といたしたいと思います。以上です。 

○委員長（安冨法明君） えっとですね、中止はいたしませんから、お待ちくださ

い。議会の基本条例等の制定もいたしまして、議会の活性化の道、一つの手段とし

て討論を活発に行いましょうというふうに今まで協議をしてやってきました。そう

いうことで大変活発な意見が出ておりますので、時間も経ちました。 

ここで少し１０分程度休憩をします。２時半に再開をしたいと思いますが、暫時

休憩。 

午後２時２０分休憩 

   

午後２時３５分再開 

○委員長（安冨法明君） 休憩前に続き、会議を開きます。休憩前に議案第２４号に

ついて意見を求めておりますが、基本的に討論の活性化というふうなこと、議会の

活性化で討論を十分にしましょうということは、私申し上げましたが、すでにだい
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たいひとり１回、賛成、反対の討論をしていただくのが普通でございます。従いま

して、今まで発言のない議員の方でご意見がございましたら、発言を許可いたしま

す。よろしいですか。はい、髙木委員。 

○委員（髙木法生君） 今まで議案第２４号につきましては、指定管理の制度をより

よいものにするという条例改正でもありまして、ガイドラインもできるだけ早く見

直しを図るという説明もございました。そういった意味もございまして、私はこの

議案には賛成の立場を取りたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） ほかに、山中委員 

○委員（山中佳子君） 私は先ほど質問いたしましたが、この条例が指定管理の期間

を削除するというものであるということに対しまして、疑問を感じておりました

が、説明を受けまして、ガイドライン相当のものできちんと明示するという回答を

受けましたので、この条例改正には賛成いたします。 

○委員長（安冨法明君） はい、以上でだいたいの委員の意見が出揃いました。それ

では、これより議案第２４号美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条

例等の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（安冨法明君） 挙手多数であります。よって本案は原案のとおり可決され

ました。 

  次に、議案第２６号地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

についてを審査いたします。執行部より、本委員会所管事項についての説明を求め

ます。三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 議案第２６号地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。 

第５条をお開きくださいませ。議案書の２６－２でございます。参考資料は４９

ページでございます。この５条として、美祢市水道事業の設置等に関する条例の一

部改正というのがございます。これは、水道事業の設置条例の第６条に、資本剰余

金の規定を加えるものでございます。関係条例の整備の一つとして、地方公営企業



－65－ 

法が見直されておりまして、その一つとして、資本制度が見直されております。資

本制度の見直しによりまして、法第３２条の剰余金の規定が廃止されております。

それに伴いまして、施行令の第２４条の２、資本剰余金の取り崩しの規定も削除さ

れております。そこで、今までどおりの会計処理ができますように、旧法にならい

まして、この規定を条例に追加するものでございます。 

この追加した条例について、具体的に説明を申し上げますと、地方公営企業独自

の制度として、みなし償却というのがございます。それについて書かれております

けれども、みなし償却と申しますのは、旧の施行規則第８条第４項の規定でありま

して、要件を申し上げますと、減価償却をするときに、資産の取得額から補助金等

の金額を控除したものを、帳簿価格とみなして減価償却ができるという規定でござ

います。補助金、負担金とこれらは資本剰余金に整理されるものでありまして、そ

れらを用いて、資産を取得、例えば工事をしたとき、償却の方法として、みなし償

却を採用することができます。 

またこの度削除されました旧施行令第２４条の２、資本剰余金の取り崩しについ

て説明申し上げますと、このみなし償却の方法をとった資産がなくなったとき、廃

棄したり撤去したりした時のことでございますが、これを処理、つまり除却しない

といけませんけれども、補助金等で補われて、減価償却をしていない部分が資産の

帳簿に残っております。この帳簿に残った部分を除却、これが除却損になります。

損失になるのでございますが、この損失を当該資本剰余金を取り崩して、直接に補

てんする、つまり相殺することによって、除却損を埋めることができるという規定

でございますが、法の第３２条からの規定がなくなりましたので、今までと同じ会

計処理ができるように、条例として追加するものでございます。以上でございま

す。 

○委員長（安冨法明君） 千々松経営管理課長。 

○病院事業局管理部経営管理課長（千々松雅幸君） 第６条の関係になります。趣旨

は先ほどの水道事業と同じでございますが、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴いま

して、地方公営企業法が改正され、これにかかる会計処理の規定が一部削除された

ところでございますが、引き続き従前どおりの会計処理の取扱いをするため、資本

剰余金の処分、みなし償却の取り扱いを定めるものでございます。 
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○委員長（安冨法明君） はい、三戸管理業務課長。 

○上下水道事業局管理業務課長（三戸昌子君） 美祢市公共下水道の設置等に関する

条例の一部改正でございます。第７条に資本剰余金の項を加えております。この資

本剰余金の内容は、水道の時に申し上げたと同じく、旧法第３２条が削除されまし

たので、従来通りの会計処理をスムーズに進めることができるように、条例として

加えるものでございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） はい。本案に対するご意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。それではこれより、議案第２６号地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に議案第２８号美祢市産業振興推進審議会条例の一部改正についてを審査いた

します。執行部より説明を求めます。篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） それでは議案書の２８－１ページ、２８－２ペー

ジ、議案参考資料の５４、５５ページをお開き願います。 

議案第２８号は美祢市産業振興推進審議会条例の一部改正についてであります。

まず、この度の改正の主な目的を３点説明させていただきます。 

１点目は、産業振興推進審議会が、昨年２月に産業振興条例を市長に答申した

際、答申に付する意見として、産業振興に関する具体的な施策については、必要に

応じて関連する条例、要綱等の見直しや整備を図られたいとされてますこと。２点

目は、産業振興にかかる施策、計画策定にあたっては、農林業、商工業、観光等の

連携、整合性が求められていますし、今後ますます連携強化が不可欠であるという

こと。３点目は、産業振興にかかる審議会をわかりやすく整理するためでありま
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す。以上がこの度の条例の一部改正の主な目的であります。そのため、第６条にお

いて、専門分科会を設置するとともに、必要に応じて専門員を設置することとして

おります。これによって、現在においても熱心なご審議をいただいておりますが、

さらに専門的見地から総合的、立体的な産業振興施策の提言、審議がなされるもの

と考えております。 

また、附則において、重複する美祢市農業振興協議会条例、美祢市林業振興協議

会条例、美祢市総合観光振興計画審議会条例を廃止するものであり、平成２４年４

月１日から施行するものであります。 

議案参考資料の５６ページをご覧ください。美祢市農業近代化資金助成条例につ

きましては、美祢市農業振興協議会条例廃止に伴い、また現在、市、農業委員会、

県、金融機関等からなる審査機関があること、そして、他市の条例の状況から判断

いたしまして、所要の改正を行うものであり、平成２４年４月１日から施行するも

のであります。説明は以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） ちょっとお尋ねなんですが、確かに今まであった条例を廃止

してですね、協議会の条例を廃止して、専門部会にすると。いわゆる体系づけられ

たのは、非常にいいことだと思うんです。 

そこで、６条の（３）の商工業振興施策、工業だけでありますが、美祢市の場合

は、石灰石だとかそういったものが多いんですが、そのことも含まれるのかどう

か。 

それからもう一つは、企業の誘致条例だとか、それから、もっと細かく言えば就

職の祝金だとかいうものも、ここで議論をされるのかどうか、ちょっとお尋ねをし

たいんですが。 

○委員長（安冨法明君） 篠田次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） ただ今のご質問にお答えいたします。まず１点目

の件でございますが、いわゆる鉱業もここに含まれるのかというご質問でございま

すが、当然含まれるというふうに考えております。 

２点目の企業立地、誘致に関するものでございますが、条例を整備したところ、

企業立地奨励条例等が現在ございます。この条例の主な趣旨というのが、本市にお
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ける企業の立地を奨励し、産業の振興と雇用の促進を図るというふうに明記されて

おるところでございますが、これについては条例を残しております。従って、企業

立地、企業誘致に関しては、こちらの条例に基づいて、事業を進めていくというと

になろうかと思います。 

企業誘致に関する諸施策、これにつきましては、当然この美祢市産業振興推進審

議会条例に基づいて、ここの審議会で審議していただくということになります。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい。本案に対するご意見はありません

か。よろしいですね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。それではこれより議案第２８号美祢市産

業振興推進審議会条例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に議案第２９号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更に

ついてを審査いたします。執行部より説明を求めます。倉重総務部次長。 

○総務部次長（倉重郁二君） それでは議案書の２９－１ページ、参考資料は５７ペ

ージになります。議案第２９号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規

約の変更についてであります。これは、平成２４年４月１日より、山口県市町総合

事務組合で共同処理する公平委員会事務について、下松市を加えるため、地方自治

法第２９０条の規定によりまして、規約の一部を変更することについて、市議会の

議決を求めるものでございます。説明は以上です。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。本案に対するご意見はございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（安冨法明君） よろしいですね。それでは、これより議案第２９号山口県

市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に議案第３０号美祢市土地開発公社の解散についてから議案第３３号地方債の

起債の許可の申請についてまで、議案４件を関連がありますので、執行部より一括

説明を求めます。篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） それでは議案３０号から３３号は、関連議案のた

め一括して説明させていただきます。議案書の３０－１ページ、及び本日机上配付

の黄色い表紙の美祢市土地開発公社の現状・課題及び解散に向けた今後の流れをご

準備いただければと思います。 

それでは、この資料を中心に説明させていただきます。まず、参考資料の１枚め

くっていただきまして、１ページ目になりますが、美祢市土地開発公社は、公有地

の拡大の推進に関する法律に基づきまして、地域の秩序ある整備を図るため、ま

た、公共の福祉の増進に資することを目的に、平成元年５月、美祢市の全額出資で

設立された特別法人でございます。 

設立後は、主に美祢ニュータウン来福台の造成及び販売などにより、美祢市の住

宅環境施策の大きな柱として事業を実施してまいりました。さらに、平成２０年３

月からは、市町合併に伴いまして、美東町土地開発公社及び秋芳町土地開発公社か

ら事業を引き継いだところであります。 

これまで公社が果たしてまいりました公共事業のために用地を先行取得するとい

う公社の存在意義が、全国的にもバブル崩壊後の地価の下落により年々薄れており

ます。また、土地開発公社が抱える長期保有土地の処分、地方自治体の債務保証な

どの問題が、全国的にも課題となっておるところでございます。 

２ページ目をご覧いただければと思います。美祢市土地開発公社が保有する土地

について、住宅団地として、美祢住宅団地、長田定住団地、及び旦住宅団地の合計

１１０,７６１㎡を保有しており、事業用地として、十文字原総合開発事業用地６

０８,３３６㎡を保有しております。これらの簿価は、１８億９，０００万円、時
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価は、１７億３，０００万円となります。時価につきましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律施行規則第４条第２項第６号に基づいて算出した額となり

ます。 

なお、湯の口分譲宅地については、今年度完売しておりますので、保有土地はご

ざいません。しかしながら、経済環境が大きく変化しまして、同公社の経営状況に

ついては、資産の大部分の保有土地が取得から１０年以上経過し、支出の大部分が

これらの土地に係る借入金支払利息であるため、経営を圧迫していると共に、定住

施策として市内への転入促進や市外への転出抑制効果もあることから、市は同公社

に対して借入金支払利息や運営費の補助などを行ってまいりましたが、完売までに

要する運営費が膨大な金額になると見込まれ、現状のままでは、将来にわたり大き

な負担となることが危惧されるところであります。つまり、経営状況の逼迫する公

社に対する財政負担は、長期的に市財政に影響を与え続けると共に、経営破綻に伴

う突発的な財政負担リスクを伴う危険性を持っておるということでございます。 

これらのことを踏まえまして、美祢市と美祢市土地開発公社は、市の将来の財政

健全化のために、後世に負担を先延ばすことのないよう、平成２３年２月に、美祢

市土地開発公社経営改革方針を策定し、第三セクター等改革推進債などを活用いた

しまして、平成２４年度末において解散する方針を公表したところであります。財

政的なメリットは、解散後、しばらくは費用増となりますが、将来的に約１０億円

の財政負担が軽減されるという試算になります。 

以上のことから、同公社借入金の整理を行うことで、美祢市土地開発公社を解散

したいと考えておりまして、公有地の拡大の推進に関する法律第２２条第１項の規

定により、市議会の議決を求めるものであります。 

解散の時期につきましては、ご議決賜った後、山口県知事に解散の認可申請を行

い、認可を受けた日となります。以上が、議案第３０号美祢市土地開発公社の解散

についての説明であります。 

次に議案３１号は、権利の放棄についてであります。同じく参考資料の３ページ

をご覧ください。これは、手続きの流れを表わしたものです。美祢市土地開発公社

は、Ｂ欄になりますけど、金融機関からの借入金約２０億円７，０００万円と市か

ら、つまり土地開発基金からの借入金、ここでは約２億４，０００万円と表示して

おりますが、２億３，５００万円の、計約２３億１，０００万円の負債がございま
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す。 

それでは、１枚めくっていただきまして、参考資料の４ページをご覧いただけれ

ばと思います。美祢市土地開発公社の解散に当たりましては、同公社の債務を全て

解消する必要があります。このため、美祢市が美祢市土地開発公社の保有する土地

の借入金に対し、債務保証を付した民間金融機関からの借入金については、美祢市

が償還を行うことで、債務を整理することとしております。 

しかし、土地開発基金から同公社へ貸付している２億３，５００万円について

は、最終的に同公社から返済を受けられないことから、美祢市土地開発公社を解散

させるために、美祢市が同公社に対する２億３，５００万円の返還請求権を放棄す

ることにより、同公社の債務を整理しようとするものであります。 

以上の理由により、美祢市が当該貸付金の返還請求権を放棄することについて、

地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により、市議会の議決を求めるものであ

ります。 

次に、議案第３２号は、美祢市土地開発基金条例の廃止についてであります。参

考資料同４ページをご覧いただければと思います。土地開発基金につきましては、

公用又は公共用の土地の先行取得を目的に設置されたものでありますが、冒頭説明

いたしましたように、経済情勢の変化等によりまして、基金の主目的であります事

業用地の先行取得の必要性が低下したこと、また当面、基金運用による大規模な土

地の先行取得の事案もないことから、美祢市土地開発公社の解散に併せて、土地開

発基金を廃止するものであります。 

なお、当該基金については、公社解散の際に必要となる債務保証を履行するため

の経費として、１億８，７５１万２，０００円を充当する予定としております。以

上が、美祢市土地開発基金条例の廃止について、市議会の議決を求めるものであり

ます。 

最後ですが、議案第３３号は、地方債の起債の許可の申請についてであります。

同じく参考資料の４ページになりますけど、美祢市土地開発公社の解散のために必

要な財源といたしまして、美祢市土地開発公社に対する債務保証を履行するための

経費に充てるため、第三セクター等改革推進債の起債許可を山口県知事に申請する

に当たり、地方財政法第３３条の５の７第３項により、市議会の議決を求めるもの

でございます。 
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議案の説明は以上でございますが、１件ほど補足的な説明をさせていただければ

と思います。資料の３ページをご覧いただければと思います。議会の欄のところ

で、①②③④⑤と付しております。それぞれ今回の関連議案を示しておりますが、

⑨債権放棄の議決でございますが、市が代理返済した後、２０億７，０００万円で

すけど、それを公社が今度代物弁済することとなります。つまり、土地として返済

して、なお不足する額については、額確定後の今後の議会において、再度議決が必

要になることを申し添えさせていただければと思います。説明については、以上で

ございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。１件ずついきます。議案第３０号に

対する質疑はございませんか。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 美祢市土地開発公社については、２０年間歴代理事長相手に

議論をしてまいりました。解散するにあたって、若干今後の資産の処分、それから

償還、こうしたところでは、疑問なり不安が残るところですが、細かいところにつ

いては、おそらく執行部のほうが深く精査されていることだろうと思います。あえ

てこうした数字については、解散するわけですから、今後必要に応じて議論がなさ

れていくだろうと思います。 

そこでちょっとだけ提案があるんです。この黄色いやつで先ほど説明された中

に、１ページ目の１が土地開発公社の設立根拠だったんですね。２が今日における

公社の存在意義ということろなんですが、今日におけるというよりも、設立時の情

勢を含めて、説明の中にもあったように、昭和６４年、平成元年ですね、ここに、

こういう挿入の仕方のほうがいいんじゃないかなあと思うのは、平成元年５月やっ

たですかいね。既にバブル経済崩壊以降、地価の下落は続き、公共用地の先行取得

が減少するなど、公社の存在意義が失われつつある中で、美祢市土地開発公社が設

立されたと。これをやってもらえると、私が２０年間議論してきた最後の納めにぴ

たっとはまるような気がするんですが、執行部その点いかがでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 一応、南口委員のほうからそういうな質疑が出ました。参

考資料の文言について修正ができるかという。はい、篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） ただ今のご質問でございますが、平成元年当時

は、まだバブル期でございますので、この文言は訂正を考えることはございません

が、ひとつ申し添えさせていただきたいと思います。 
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というのは、この公社事業がどうだったのかということを言われたいと思います

が、整理したところ、今、来福台の事業でございます。来福台は１月末現在、６１

３世帯、１，８１３人の人口を有する住宅団地になっております。平成元年当時か

ら、市の方は用地補償費、工事費、広告宣伝費、付帯事務費、支払利息等一切含め

て、約７２億５，３００万円費用を費やしております。一方効果額でございます

が、住宅販売収益、市民税、固定資産税、地方交付税影響額などを含めると、８５

億８，４００万円という、今までの公社事業の費用対効果というのが以上でござい

ます。 

従って、ここで申しましたように、公社事業におきましては、一定の効果があっ

たというふうに、私どもは考えております。以上でございます。 

○委員（南口彰夫君） ひとつは、昭和６４年、平成元年、当時の新聞等刊行物の発

行を見られたらわかるんですが、すでにバブルの崩壊は、経済予測含めて現状は、

バブルは崩壊したと。バブル経済とは何だろうかと、大いに議論されたころなんで

すね。ただ美祢市の場合は、公社設立に合わせて、バブル崩壊って言っても、美祢

に波及してくるのは１０年かかるという議論も、当時議会の中でなされたんじゃな

いかと記憶しております。 

バブルというのは単なる泡だということで、泡の経済かと。何と的確な表現をし

たものだということが話題になったことがあるんですね。ですから、既に、設立時

にはバブル経済と土地ころがしというものは、東京を中心としてすでに崩壊しつつ

あったと。 

そうした中で、公共用地の先行取得の必要性ということについては、全国的に地

方の場合は、公社の設立、それから公共用地の先行取得が、非常に遅れて始まった

ということにすぎないのではないかと思っています。そうした中で、公社の設立と

いうことで、美祢市がそうしなければ本日の来福台の開発がなかったのも事実。 

ただし、費用対効果の問題で、今、篠田次長が説明されたんですが、費用対効果

の中に含まれていない問題点があると思います。それは何かと言えば、私が議会に

出て２０年間主張してきたんですが、確かに行政が直接用地を取得し販売をすると

いうことで、規模的にもかなり大きなものを着手することができる、手がけること

ができる。その半面、当時地元の中小地場産業が、少なくとも３０坪、５０坪単位

の団地を造り、住宅を販売するといった地場産業を、逆には地場産業を崩壊させて
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しまうという、非常に危険な側面が予測されると。 

ですから、来福台が造成され、しかも当時３社のゼネコンが入ってきたんです

ね。その大手ゼネコンによって開発行為が行われ、その後用地の販売と合わせて、

住宅が販売される。ところがその半面、地元の用地の造成を行う事業所、また、家

を建てて一緒に販売するという業者が、大きく衰退をしてきたと。ほとんど、かろ

うじて数社が、しかも大手ゼネコンのハウスの販売会社に比べれば、それこそ、１

０分の１、２０分の１というぐらいの規模で、最もうまみのあるところはかっさら

われていったという中で、今日の地場産業の育成や地元中小企業の育成の困難は、

その中から生まれてきたんではないかという点を、きちんとこの中で、資料の中で

表現できるところについてはやっぱり、適切に表現しておくべきではないかと思い

ますが、いかがなもんでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） ただ今のご質問でございますが、今現在そのあた

りまでの波及について、検証していないのが事実でございます。今のご質問につい

ては、検討させていただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、林副市長。 

○副市長（林 繁美君） 公社のことで、今、篠田次長が答えましたけど、南口委員

のご質問ということですけど、一応この議案等が議決されまして、いよいよ解散と

いうことの県知事の認可が下りるころには、やはり一度は検証したものを皆さまの

前で公表する必要があるんじゃないかということは、考えております。その時に、

そういったものも全部含めて、検証できたらいいなと思っております。 

○委員長（安冨法明君） ほかに。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 今、資料いただいた２ページを見てるんですが、ざっと見て

簿価が１８億８，２００万、負債総額が２３億１，０００万。そうしますと、バラ

ンスが４億３，８００万、おそらくこれが十文字原の赤字部門って言いますかね、

評価損って言いますか、そういうものが大きく影響してるんかなあと。十文字が宝

の土地だって言われた方もおられるんですが、結果として４億数千万という簿価損

が出たわけですね。 

これも、市民のみなさんによく理解をしていただいた上で、清算する必要がある

だろうと思いますんで、あえて申し上げましたが、ただこれ２４年度中にというこ
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とで、一般会計の予算の中にあるんで、その時にと思いましたが、今年土地開発公

社に対する利子補給って言いますか、経費補給って言いますか、今までやってきた

のが予算化されていますよね。 

従って、一応２４年度末をもって清算をするというお考えじゃろうか。っていう

のは、通年の運営補助金のようなものが、一応計上されていると。その上での差引

計算とこうなっています。その辺がお聞きしたい１点とですね。 

もう一つは、公社がなくなった後、この資産の管理、運営って言ったって、これ

運用でしょうが、販売をしなくちゃなりませんが、どういう機構を作られてやられ

るのか。その辺もお聞きしたいと思います。 

それからもう１点は、ちょっと委員長にお断りしたいんですが、この４つの議案

が大きく分けて、土地開発公社を解散するためにと、もう一つは土地開発基金を廃

止すると、この２つの柱で整理をしようとしているわけですから、一つ一つ質問す

るということになりますと、ちょっと非常に関連性がありますので、あえて３２号

議案ですか、含めてお尋ねをしたいんですね。土地開発基金の取り崩しの中に、土

地開発公社に対する貸付金、それから現金、それから土地があったと思うんです

ね。その土地がどれぐらいあって、いつ頃買われたもので、どれぐらいの金額があ

るのか。これを２４年度末にはどこにどういう表示をされるのか。とりあえず、そ

のことをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） 林副市長。 

○副市長（林 繁美君） まず、最初に解散後のことということでございますが、や

はり先ほど説明がありましたように、土地、現物があるわけなんですね。通常です

と、この土地は普通財産と普通はなるわけなんですが、ご存知のように来福台であ

れば、現地事務所もまだありますし、財産もあります。これから２４年度も含めて

ですが、人を張り付けようと。これは正職員ではなしに、そういったプロパーな方

おられればそうですし、臨時の方を張り付けようという予定もありますし、今後普

通財産ということになれば、監理課の財産管理になるわけですけど、そこで現状の

ポストですと、やはり販売まではですね、できないであろうという認識でおりま

す。それでこれからのことなんですが、まだ方向性はきちんとしたものは出ており

ませんが、何らかのそういったセクションを設ける必要性があるのではなかろうか

ということは考えております。 
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○委員長（安冨法明君） はい、篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） ご質問の最初の１点目の決算の処理の関係でござ

います。２４年度事業として事業していくわけでございますけど、若干説明が不足

していたかもしれません。委員さん言われるように、毎年６月の決算でも報告して

おりますように、今、繰越損失が約４億円ございます。今後の会計処理でございま

すが、３ページの⑤と⑨、債権放棄、これについては、公社側はこの部分について

は、債務目免除益を今後計上するようになります。あと、決算は決算で決算をうっ

たあとに、今度精算処理という事務が発生するということです。当然事業を行って

おりますので、事業の利益というか、剰余金というか、そういうものが発生します

けど、これは今後、市の方の雑入とかそういった処理になろうかと思います。市の

方に入れるということ、精算処理が今後発生するということでございます。以上

が、決算とか会計処理についてのご質問の回答でございます。以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 波佐間総務部長。 

○総務部長（波佐間 敏君） それでは、現在所有しております土地開発基金の現状

と、解散後の取り扱いについてご説明いたしますけど、本日お手元にお持ちかどう

かわかりませんけど、新年度予算の概要書の１６ページを見ていただきたいんです

けど、一般会計の基金残高の推移の中段に土地開発基金があると思いますけれど

も、平成２３年度土地開発基金４億８，６９８万というふうに表記されておりま

す。このうち、現金、それから土地開発公社に貸し付けております２億３，５００

万円、それからさらに、現物として所有しております土地６，４３２万というふう

に表記されていると思います。土地開発公社解散後と言いますか、土地開発基金を

廃止して、土地開発公社の解散補償金として精算した後は、土地が現物として残り

ます。６，４３２万取得価格の土地がありますけれども、はっきり箇所数は覚えて

ませんけど、数箇所あります。それは今後普通財産として、監理課のほうで同様に

管理するようになると思います。この表の一番右、２４年度末を見ていただければ

おわかりいただけると思いますけれども、土地開発基金を廃止し、公社廃止の財源

として充当したのちは、土地開発基金としては年度末残高見込みはゼロというふう

な状態になる予定でございます。以上です。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。その他に。よろしいですか。今はちょっ

と質疑がだぶりましたけれども、基本的に議案第３０号についてでございます。質
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疑がないようでございますので、本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。それでは、これより議案第３０号美祢市

土地開発公社の解散についてを採決いたします。本案について原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。よって、全員異議なしと認めます。よっ

て本案は原案のとおり可決されました。次に、議案第３１号に対する質疑はござい

ますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。ご意見はございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは、これより議案第３１号権利の放棄についてを採

決いたします。本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。次に議案第３２号に対する質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。はい。ご意見はございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。それでは、これより議案第３２号美祢市

土地開発基金条例の廃止についてを採決いたします。本案について原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。全員異議なしと認めます。よって本案は

原案のとおり可決されました。次に議案第３３号に対する質疑はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。ご意見ございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは、これより議案第３３号地方債の起債の許可の申
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請についてを採決いたします。本案について原案のとおり決することにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。次に議案第３４号美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更についてを

審査いたします。執行部より説明を求めます。篠田総合政策部次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） 議案書の３４－１ページをご覧いただければと思

います。議案第３４号は、美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更についてでありま

す。 

過疎地域自立促進特別措置法に基づきまして、平成２２年９月に策定いたしました

美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更が生じましたので、同法第６条第７項の規定

により、市議会の議決を求めるものであります。 

議案書３４－２ページをお開き願います。このたびの変更は、４点ございます。１

点目は、産業の振興施策として、地場産業の振興を事業計画に追加するものでありま

す。事業内容は、竹材資源活用事業として、真空パック包装機を更新することとして

おります。２点目は、同じく産業の振興施策として、観光又はレクレーション事業に

観光施設改修事業として、大岩郷周辺整備事業を追加するものであります。３点目

は、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進施策として、児童福祉施設事業を事業計画

に追加するものであります。事業内容は、社会福祉法人が実施する施設整備に係る補

助であります。最後、４点目は、教育の振興施策として、集会施設事業にコミュニテ

ィセンター整備事業を追加するものであります。説明は以上でございます。 

○委員長（安冨法明君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 地場産業の振興で、加工施設の中で竹材資源活用の事業があ

って、真空パック包装の機器が備えられるんですが、これは以前もありますが、こ

のことでどの程度事業の拡大が見込まれるのでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） はい、松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） ただ今のご質問にお答えします。真空パ

ック包装機を新たに導入いたしますと、現在１時間当たり既存の機械では、６０パ

ック製造能力がございます。１日にしますと４８０パックでございます。新たな機
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械を導入いたしますと、１時間当たり１２０パック、１日当たり９６０パックの製

造が可能になってまいります。２台を同時に併用で使いますと、１日当たり１，４

４０パックの製造が可能になってまいります。 

その中で、１回の受注が４，０００から５，０００のパックの注文がございま

す。今までの能力でございますと、約１０日前後かかっておりましたものが、３日

か４日の程度で製造ができるということでございます。１０日もかかると、賞味期

限等もございますので、最初と最後でかなりずれが出てまいります。２日、３日で

これが処理できますと、その辺りはかなり解消できるかと思っております。以上で

ございます。 

○委員長（安冨法明君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） これの振興ということは、農産物で農業が振興になると思い

ます。美祢はアスパラガスもありましたので、そういった面で野菜の真空パック加

工する野菜の種類の拡大もあるんでしょうか。今はたけのこですよね。ほかに野菜

の拡大とか考えておられますでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） 松野商工労働課長。 

○総合政策部商工労働課長（松野哲治君） ただ今のご質問にお答えしたします。現

在の主力商品は、たけのこの水煮パックが主力でございますけれども、たけのこと

合わせて、大豆の水煮等を実際に販売を行っております。今ご指摘ございましたア

スパラとかいろんな農産物についても、検討をしている段階でございます。以上で

ございます。 

○委員長（安冨法明君） いいですか。他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。はい。本案に対するご意見はございませ

んか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは、これより議案第３４号美祢市過疎地域自立促進

計画の一部変更についてを採決いたします。本案について原案のとおり決すること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。全員異議なしと認めます。よって本案は
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原案のとおり可決されました。大変お疲れでございました。以上で、本委員会に付

託されました議案１８件につきまして、審査を終了いたしますが、その他につい

て、委員の皆様から何かございましたら、ご発言をお願いします。はい、山中委

員。 

○委員（山中佳子君） ３月７日から予算審査特別委員会が始まりますが、委員長か

ら議長のほうに、指定管理団体２７施設ですかね、２６ですかね。それの指定管理

委託料の平成２１年からの委託料を全部出していただけたらと思いますが、お願い

していただけませんでしょうか。 

○委員長（安冨法明君） ２１年から２３年まですべてということですね。（発言す

る者あり）今、山中委員のほうから、指定管理料についての資料、要するに委託料

の２１年から２３年までのすべてが提出をしていただけないかということでござい

ましたが、これは主管課と言ってもすべてということになると、総務部長かな。誰

かな。はい、篠田次長。 

○総合政策部次長（篠田洋司君） 行政改革推進室の方で、取りまとめて一覧にして

ご提示させていただきたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） じゃあよろしくお願をいたします。他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） よろしいですね。特にございませんか。よろしいですね。

終わりますよ。他にございませんようですので、これにて本委員会を閉会をいたし

ます。審査ご協力まことにありがとうございました。お疲れでございました。 

     午後３時３３分閉会 
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